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　学生には10編すべて読んだ上で、これらの作文を評価する際の観点としてどのような観点を挙げるか
を問いリストアップするよう指示した。その上で、その観点について10編の作文を◎〇△で評価を付し
コメントも記述させた。（図１の通り）

【図１】

 
　対面グループでは、各自の作業の後、班内で評価の観点について意見交換する時間を設けた。その上で、
観点を加筆修正してもよいこととして、赤字で記すなどしてそれがわかるように書いておくよう指示し
た。オンデマンド回の学生については、意見交換の時間は設けず、次回の授業で教員から紹介する形で
フィードバックをした。
　学生が作文を評価する際にどのような眼（観点）で読むのかを明らかにする意図があったため、本稿で
は、学生が挙げた観点項目のみを抽出して検討することとし、どの作文をどう評価しているか、その評価
の差異やコメントの記述の検討は別の機会に考察することとしたい。

４　結果と考察　

（１）観点の分類

　この回の授業に出席したすべての学生の挙げた観点を書き出したところ、受講した89名の学生から提
示された観点は48観点あり、すべての学生の挙げた観点を合計すると584となった。平均して一人6.56
個の観点を挙げていたことになる。この際、学生が書いた記述をできるだけ尊重して分類をした。判断に
迷う記述も少なからずあった。主なものを挙げると以下の通りである。
　・「言葉を正しく使っている」と記載した学生が一定数おり、記述した学生の意図が、文字を正しく書
いていることを意味しているのか、その文脈に適切な言葉を使い表現していることを意味しているのか等
が判断できず、多義的に解釈できるのもの。
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【図２】
番号 観点 合計 中分類 合計 大分類 合計
１ 誤字・脱字がない 30

文字 54

形式 365

２ 漢字・送り仮名・文字の正確な使用 24
３ 句読点を適切に打っている 19

表記 94

４ 作文用紙の使い方が正しい 20
５ 話し言葉と書き言葉の使い分けができている 16
６ 「」を正しく使っている 7
７ 正しい表記 17
８ 文末の統一（常体敬体？） 10
９ 改行ができている 5
10 主述の照応がなされている 35

文 82

11 接続語を適切に使っている 15
12 文法上正しく書いている 5
13 言葉を正しく使っている 15
14 文と文の繋がりが適切 5
15 文の長さが適切・だらだら文になっていない 7
16 比喩の使用 11

語句・技巧 29

17 擬態語の使用 8
18 会話を入れている 4
19 技巧的な表現がある 1
20 表現の工夫がある 4
21 不要な語句、語の反復を避ける 1
22 分かりやすい 15 分かりやすさ 15
23 段落わけができている 37

構成 91
24 順序立て・整理されている 12
25 事実と意見・感想を区別 5
26 理由や事例を分けて書いている 2
27 構成がしっかりしている・起承転結で書かれている 35
28 題名と内容の一致 21

主題・全体 40

内容 219

29 内容の一貫性がある 19
30 具体的な体験の記述がある 59

内容 179

31 様子がわかる記述がある 8
32 体験を通した学びが書かれている 7
33 気持ちが書けている 38
34 考え・意見が書けている 31
35 伝えたいことが書けている 17
36 根拠・理由が書けている 4
37 題材を理解して書いている 1
38 物事を多面的に捉えている 2
39 イメージできる 1
40 ユニークな視点をもっている 1
41 生活に生かそうとしている 1
42 学年相応で素直 1
43 今後の展望を述べている 3
44 読み手への意識がある 1
45 読んでいて楽しい面白い 1
46 自分の言葉で記述している 1
47 結論の背景の様子がわかる 1
48 自然の描写が書けている 1

合計 584 584 584

　・20「表現の工夫」、22「わかりやすさ」のような漠然とした、かつ評価の判断も難しい観点がある。
特に「わかりやすさ」は全体として言いたいことが分かるという意味か、語句や文が間違いなく書かれて
いて読みやすいという意味なのかなど、分類に苦慮した。



50

教職センター年報　第14号

　・19「技巧的な表現」という観点の挙げ方で、様々な技巧やレトリックを使用しているかを指す記述が
ある一方で、その下位分類ともいえる16「比喩」、17「擬態語」など細かな表現上の工夫を単独で挙げて
いるものも多かった。
　・8「文末の統一」という記述がありこれを、常体と敬体の使い分けを指すものと考えた者もいたと考
えられるが、「常体か敬体にそろえている」のように明示的に記す者もいた。
　・「その他」には、数としては少ないが、分類に入らないものを書き出す形で示した。特に「事実と意
見を書いている」という記述が5名いた。意見文であればこの観点が必要になると考えるが、生活作文を
取り上げている点に鑑み、その他に入れた。そして、その上で最終的には、「その他」に入れた観点を「形
式」と「内容」のどちらかに入れて図２に示した。
　観点があまりに細かく多岐に渡るため、すべての観点についてその数を示し、割合をグラフに表した（図
３）が細かすぎて分かりづらい。そのため、森岡（1995）を参照し、中分類として「文字」「表記」「文」「語
句・技巧」「構成」「主題・全体」「内容」と分類した。図４で中分類の割合、図５で全観点のうちの形式
と内容の割合を示した。

【図３】

 【図４】

 
（２）観点の多様性と傾向

　図２に示したように、学生が書き出した観点の数は実に多く48の観点に分類できた。「誤字・脱字がな
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い」「句読点がきちんと打てている」、「漢字が正確に書けている」など、非常に細かな点を個別に書き出
しているという印象が強い。提示した10編の作文は、コンクールに応募した作文であるゆえ、誤字・脱
字はほとんど見られず、句読点も適切に打たれているものがほとんどであった。また、これが4,5年生の
作文であることは口頭で伝えており、読めば少なくとも低学年の作文ではないことは分かるはずである。
にもかかわらず、「かぎ（「」）括弧を適切に使う」など低学年の指導事項に該当する観点を挙げているこ
とが少々驚きであった。また「語句」「文・文章」などのより大きな観点をもてない学生が非常に多いこ
とが窺える。
　「文字」「表記」で25％を占め、これら表記の規範にかかわる観点が他の中分類に比して最も多い結果
となった。書かれた作文の最も見えやすい部分に評価の観点が向きやすいということがいえるだろう。
　「文」の分類には6観点、82名の記載があり全体の14％であった。中でも多かったのは、「主述の照応が
なされている」が35名であった。次いで「接続語を適切に使っている」が15名、「文の長さが適切・だら
だら文になっていない」が7名であった。
　構成にかかわる観点として、「段落わけができている」（37名）、「順序立てて書かれている」（12名）、「構
成がしっかりしている・起承転結で書かれている」（35名）等が挙げられていた。これらを含めた「構成」
の中分類に91名の指摘があり16％であった。「構成」の観点は、作文を全体としてみる観点として重要で
あり、指導上も必要な点である。思いつくままに書くのではなく、どういう順で述べるのかという構想上
の基本的な観点であり、評価の観点としては必須だと考える。この数字は決して多いとは言えず、むしろ
構成への着眼が乏しいと言えるのではないかと考える。
　すべての観点を「形式」と「内容」に振り分け、その割合を示したのが図５である。形式面が62％、
内容面が38％となった。

【図５】

（３）授業で既習の学修との関連

　上記（２）で学生が挙げた観点の傾向は、本科目での学修がやや影響していると考えられる。第４回か
ら第６回の授業では、低学年の子どもの作文を提示して、幼さ故に思いつくままにつなげて文を綴った作
文を取り上げた。表記上の細かな誤りが多い作文もあった。書き手が言いたいことをどのようにくみ取っ
たかを取り上げ、その上で適切な文にするにはどう直すのが妥当か、一文を短くするための投げかけなど
を考えさせた。子どものみならず学生自身が文章を書くときに注意するよう伝え、授業のふり返りにも

「自分も気をつけてお手本になりたい」と記す学生もいた。その学修を受けて「文字」「表記」の各観点や、
10「主述の照応がなされている」、15「文の長さが適切・だらだら文になっていない」等の観点が挙げら
れたものと推察される。

形式・内容

形式
内容62％

38％
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（４）内容面への着目
　形式面の観点に比して内容面の観点を指摘する者は少なかった。「具体的な体験の記述がある」が最も
多く59名だった。これはこの課題に取り組む際に、観点の書き出しの例として挙げたことも影響してい
る可能性がある。「気持ちが書けている」「体験した学びがある」など書かれた内容の意義を取り上げよう
としている学生がいることが窺える。「物事を多面的に捉えている」「ユニークな視点をもっている」は書
き手のものの見方を読み取って評価観点としており、「生活に生かそうとしている」「今後の展望を述べて
いる」などは、書き手の姿勢を評価し、「学年相応で素直」「自分の言葉で記述している」などは、書いた
子どものことは知らないにもかかわらず作文から伝わるその子らしさを感じ取っていることが窺える。し
かし、これらの観点を挙げた学生はほとんどが各1 ～ 2名程度の少数である。

５．まとめ

　本稿では、教職課程の学生が児童の作文をどのように評価するかの一端を考察した。
　上述のように、量的には、形式面の細かな規範的な観点を持つ学生が多い傾向が見られた。さらに「構
成」への着目が乏しかったことも挙げられる。
　また本科目での既習の学修の影響も示唆されたことは、限られた時間の中で何を優先して学修させるか
の判断に生かしていきたいと考えた。また相対的に量的には少なかったものの、作文の中に経験の様子や
思いが伝わる作文、その子らしさや視点や発想のおもしろさに観点として挙げ価値をおく記述も見られ
た。逆にそのような作文を多数読むことが学生の作文を読む眼を育てるものと推察する。「構成」への着
眼は、授業の中で、構成の分析や、学生自らがある題材で構成を考えるワークを盛り込むこと等で意識付
けを図る必要を挙げることができる。また、今後の指導で学生に提示する作文の内容の選択やその量の検
討に生かしたい。
　２で述べたとおり、本稿では学生が記した観点の文言のみを取り上げて全体の傾向を見るにとどまっ
た。しかも筆者のみの分類、検討であり、複数の眼で検討する必要がある。また、観点に沿って各学生が
各作文に残したコメントは考察の対象としていない。その考察と個々の学生に焦点をあてて評価の様子を
分析することを今後の課題としたい。
　作文の評価においては、優劣や技能の習得の有無の判定にのみ目が行くことは望ましくない。書き手の
思いをくみ上げ作文の良さを見つけ、それを子どもに返すことが求められるわけで、内容面に目を向けた
評価の眼を育てていく必要を強く感じるものである。書かれている内容に、感動や心の動きが伝わるか、

「子どもらしい」「発想が面白い」「素直に書けている」など、評価する側がどの程度くみ取れるかという、
ある意味主観的で評価する側のアンテナ次第という問題点もはらんでいる。内容面のオリジナリティー、
ましてや「その子らしさ」となると、担任の教師だからこそ読み取れる部分もあるが、評価には客観性、
公平性が求められる。質的な評価をより客観的に行う方途や評価者（教師）の鑑識眼の形成について検討
していくことも課題である。

【付記】

本研究で取り上げた作文コーパスは、科研費「コンクール応募作文を資料とした児童の文章能力の評価と
発達段階の包括的研究」課題番号20H01674　基盤研究（Ｂ）によるものである。

【参考文献】

・江口李好（1972）『綴り方の鑑賞と批評　作品の見かた・考えかた』百合出版
・国立国語研究所（1978）『児童の表現力と作文』東京書籍
・森岡健二（1970）『小学校における文章構成法』光文書院
・森岡健二（1995）『新版　文章構成法』東海大学出版会
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学生によるアパレル製品の製作と販売
－ハンドメイドショップの記録－

Manufacture and sale of apparel products by students
- A Records of handmade shops activities -

服飾美術学科　田中 早苗

１．はじめに

　十条銀座商店街の公式ホームページに「十条コレクション HANDMADE SHOP」が掲載されている。
ハンドメイドショップは平成23年から現在まで、本学服飾美術学科と十条銀座商店街振興組合の共催と
北区の連携で続けられてきた。材料費や運搬費は学科教育強化費で賄われてきたので、学内での件名は

「学生によるアパレル製品の製作と販売」、イベントタイトルは「十条コレクション HANDMADE SHOP」
である。以後、イベント全体を指して‘ハンドメイドショップ’、学生の販売活動を‘販売実習’と記す。
　今、ハンドメイドショップは岐路に差し掛かっている。アパレル製品製作の主体であった「アパレル生
産実習」（３年後期開講）が令和元年で終了し、新カリキュラムでは婦人ブラウスを製作していた科目を
削減して「アパレル生産実習」と教授内容を統合して２年前期の開講となったからである。著者は長年「ア
パレル生産実習」を担当し、平成25年からハンドメイドショップの代表を務めてきたが、新カリキュラ
ムの科目移行を推奨する立場である。なぜならば、「アパレル生産実習」は衣料管理士の必修科目であり
衣料管理協会で指定する教授内容、すなわち台衿付きシャツの製作を基にアパレルの生産工程を学ぶのは
２年生の科目として適しているからである。新カリキュラムで初めてブラウスを製作する２年生にアパレ
ル製品を製作する余力はない。一旦、ハンドメイドショップと「アパレル生産実習」を切り離して考える
時ではないかと考えた。
　ハンドメイドショップは「アパレル生産実習」の授業を中心とする関連の科目の授業での指導のもとに、
学生が自ら商品企画・設計・製作・価格計算から商品としての販売までを一貫して体験する場を設けるこ
とを目的としてきた。さらに、十条銀座商店街の活性化に協力するとともに、学生の学研意識向上と大学
の知名度向上につなげることも目的とした。実際にハンドメイドショップは十条銀座商店街の利用客に親
しまれ、北区の広報活動の協力により商品数をはるかに超す来店者が毎年訪れている。販売実習に参加し
た学生は、自分たちの作品によって喜んで下さるお客様を目の当たりにして感動する。ハンドメイド
ショップを受け入れてくれる地域と、それに応えることができる大学の特質を活かさない手はない。本報
はこれまでの事業の足跡とお客様アンケートの結果を明らかにし、地域貢献活動としてのハンドメイド
ショップの在り方を模索するための資料とすることを目的とした。

２．ハンドメイドショップの足跡

　ハンドメイドショップは2011年2月、十条銀座商店街の貸店舗で開催したのが最初であった。当時のア
パレル生産実習4クラスの学生が製作した婦人ブラウスと手芸同好会で製作した小物を販売した。前任者
より、１回のみの開催で終えるつもりであったが偶然店に立ち寄られた北区の経営アドバイザーの勧めに
より翌年も開催することになり、翌年から店舗は十条銀座商店街振興組合事務所のある二階の会議室を無
償で借用できるようになったと聞いている。
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表１　ハンドメイドショップ 12 年の足跡

　表１に第1回から第12回までの参加者数、商品数、来店者数、アンケート回答数を示した。著者がハン
ドメイドショップの代表を引き継いだのは第4回平成25年度であったので第1回から第3回までの資料の
ない部分は「−」、該当のない部分を「*」、推定数を「※」で示している。
　東京家政大学は平成23年3月に東京都北区と包括協定を締結したが、第1回のハンドメイドショップは
平成23年2月の開催であったので協定の対象ではなく、翌年から平成28年まで北区の後援名義等使用承
認を申請していた。後に北区より包括協定に含むとの申し入れがあり、平成29年度から後援名義等使用
承認は不要となった。この頃より北区のプレスリリースでハンドメイドショップの告知を掲載して頂くよ
うになった。また、北区の産業振興課と中小企業振興公社の協力により、平成27年と28年に専門講師を
招いて接客の講習会を開催、平成28年から令和元年までの毎年POP１）講習会を開催した。十条銀座商店
街振興組合は二階事務所の会議室をハンドメイドショップの店舗として無償提供して下さった他、商店街
にポスターの掲示を手配して頂き、平成27年から協賛フェアの新聞折り込みチラシを3000部配布して下
さった。協賛フェアは、商店街の協賛店にハンドメイドショップ開催中に来店した客に独自のサービスを
提供するという企画であった。図１は学生がデザインした平成30年の折り込みチラシである。協賛フェ
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アに呼応して、当方は『協賛店で買い物をしたレシートをハン
ドメイドショップに持参した方に学生手作りの粗品を進呈する』
という企画を実施した。ハンドメイドショップに来店した客が
協賛フェアのことを知り、協賛店に行って買い物をして再びレ
シートを持って戻って来るというケースもあり、微力ながら協
賛フェアに貢献できた。一方、本学では平成23年に短大服飾美
術科が終了となり平成24年から服飾美術学科の新入生が6クラ
スとなった。したがって、平成24年入学生が3年生になった平
成26年度以降はクラスが増え授業担当者も増えている。また、
子ども服を要望する客の声が多かったことから平成25年からパ
ターン設計Ⅱ（２年後期）で子ども服を製作することになった。

３．アパレル製品と小物の製作

 （１）商品の製作　

　第1回のハンドメイドショップで商品を製作したのはアパレル生産実習（3年後期）と手芸同好会であっ
たが、第2回以降の小物製作はニットⅠ（3年後期）、またはニードルアートⅡ（2年前期）の科目で行な
われた。アパレル生産実習は衣料管理士一級・二級取得希望者の必修科目であるが資格を取得しない学生
も履修しており、1クラスに30名〜 40名、学年で150名前後の履修者がいた。アパレル生産実習の授業目
的はブラウスまたは台衿付きシャツを例にアパレルの生産工程を学ぶことであったので、学生はひとり１
品完成させることを課題とした。授業担当者の裁量により、学生が描いたデザイン画に沿うデザインで製
作させることやミセス原型を用いるなど十条銀座の客層を意識して製作を指導していた。当時のカリキュ
ラムでは学生は1年後期にブラウスを製作していたので、3年のアパレル生産実習でブラウスにデザイン
の工夫を凝らすことは難しいことではなかった。しかし、台衿付シャツとなると衿やカフスや剣ボロ等の
ディテールを初めて縫った作品は商品に至らないことも懸念された。また、ハンドメイドショップの商品
が婦人ブラウスに偏ることも避けたかった。そこで、著者のクラスでは平成27年からメンズシャツを取
り入れ、縫い方の練習を兼ねてひとり2着製作させた。1着目は授業前半までに完成させて家族用として
持ち帰り、後半は4 〜 5名のグループに分かれてメンズ・レディス・子ども服の台衿付きシャツの親子ペ
アルックを製作させた。先にメンズで縫い方の練習をしたのでレディスや子ども服へのダウンサイジング
は容易である。親子ペアのデザインや製作手順は学生自ら工夫して製作期間を短縮することがきた。後
に、他の担当者のクラスでもメンズシャツを製作するようになり、平成30年頃は商品の種類が豊富になっ
た。メンズシャツのパターンはアパレル CADで実物大型紙を出力して学生に製図用紙に写させて用い
た。本学科では婦人シャツブラウスの型紙設計をパターン設計Ⅰ（2年前期）とアパレル CAD（3年前期）
でも取り入れていたので、アパレル生産実習では製品製作に力を注ぐことが可能であった。
　一方、子ども服は第4回平成25年度からパターン設計Ⅱ（2年後期）の授業に取り入れられ、子ども服
原型とパターン展開を学んだ後に4 〜 5コマを製品製作に充てた。多くの学生は子ども服の製作を好み、
特に市販の手作り本に多く見られる90 〜 110サイズの女児服製作に意欲が集中した。手作り本のパター
ンのほとんどは囲み式２）製図であるが、囲み式を経験するのも良しとして製作に当たらせた。学生が初
めて作る子ども服を商品として供出させることに授業担当者として少なからず抵抗があった。どうしても
手放したくない学生はハンドメイドショップで購入することとしたが、そのようにした学生は僅かで、多
くの学生は「誰かによろこんでもらえるならば。」と快く提供した。

図１　平成 30 年度の折り込みチラシ
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（２）材料費と価格設定

　材料費は学科教育強化費で賄われ、アパレル生産実習の大人用衣料は１着に付き1,500円、パターン設
計Ⅱの子ども服は1着に付き1,200円、これに履修者数を掛けた金額をクラス予算として割り当て、クラ
ス毎に原議書を作成した。大人用のシャツの要尺は2.0 ～ 2 .2ｍで安い布地を探さなければ予算内には収
まらなかったが、取り扱い絵表示を統一するために綿100％の素材を購入することを指定した。各クラス
では、材料を購入した領収書と引き換えに現金を授業担当者または授業補助の期限付き助手が渡すという
仕組みであったので、領収書の宛先、但し書、日付、店の印をもらうこと、ポイント付きのレシートでは
ないこと等を学生に徹底させなければならなかった。材料は布地の他に糸やボタン、副資材等も必要なの
で、予算の不足分は授業担当者の教育研究維持充実費を充てたことと思われる。小物製作の材料費予算は
平成25年までは25 ,000円、学科教育強化費に学科の上限が定められてからは20 ,000円が割り当てられた。
協賛フェアの粗品は、各クラスに十銀委員２名を設けてクラスの中で10点の小物製作者を募り、冬休み
明けにティッシュケースやアクリルたわし、ボタンバッジなどの小物を作って来た。粗品製作に各クラス
3,000円の予算を充てたが、家にある材料や持ち出しで小物を作り、予算が使われることはほとんどなかっ
た。本学科の学生は、小・中・高校の家庭科で慣れ親しんだ布によるもの作りや手芸を得意とする学生が
各クラスに一定数おり、授業では見られない特技を知ることができた。
　製作した商品にはTOKYO KASEIのブランド織ネームとサイズタグ（メンズ・レディスはS、M、L、
子ども服は90、100、110）を後ろ衿元に縫い付け、サイズ・素材・取り扱い絵表示・著者の研究室の電
話番号を記したタグを左脇縫い代に縫い付けさせた。図２に示した値札に値段を記入し、メッセージカー
ドを書いて安全ピンで留め付けた。値段の決め方は、材料費の1.2倍から1.5倍の範囲内で端数が百円単
位になるように切り上げ・切り下げとしたが、学生の価格設定は控
えめであった。メッセージカードには品名、サイズ、素材を記入し、
取り扱い絵表示に必要な点や×印を加えて絵を完成させた。2016年
度のハンドメイドショップでは、12月に改正された新しい取り扱い
絵表示を来店者に知らせるためのパネルを被服整理学研究室の協力
により作成し、店内に掲示して学生に新しい取り扱い絵表示の説明
に当たらせ、衣料管理士課程に相応しい活動となった。メッセージ
の欄には、学生各々が作品に込めた思いや購入してくれた方への
メッセージを書いて好評を博している。なお、ハンドメイドショッ
プの売上金は全て学科教育強化費に返納している。

（３）製品の事故事例と検品

　製品は授業担当者の責任下においてハンディタイプの検針器を通して検品してから集荷していた。しか
し、平成29年に本学教職員が購入したメンズシャツのカフスのボタンホールに穴が開けられていなかった
事例や、ボタンホールから出ていた糸端を引っぱったらステッチが全て解けてしまった等の事例があり、
平成30年度からは商品を集荷した後に全商品の検品を行なった。検品は授業担当者と授業補助の期限付き
助手が他クラスの商品を検査し、問題のある作品は商品から除外、または授業担当者か助手が手直しして
搬入した。一般客による商品クレームは平成30年２月にあった。総務課に連絡が入り、購入者に連絡を
取って製品を送ってもらった。全検品を行なう以前に販売した婦人ブラウスの左カフスの打ち合わせが逆
であった。授業担当者を特定するまでもなく著者が直して丁重に送り返した。著者が知る一般客による事
故事例はこの１件と、商店街事務所の職員が購入した子ども服のボタンが取れかかっていた件の２件のみ
であるが、おそらく隠れた事故は多数あったことが予想される。それでもなおハンドメイドショップが受
け入れられて継続して来られたのは十条銀座商店街を利用する人々の優しさ・温かさのお陰と言える。

図２　値札とメッセージカード
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４．販売実習の実際

（１）係仕事とシフト

　ハンドメイドショップでは、アパレル生産実習の履修者は全員店頭に立って販売実習を行なった。6ク
ラス約150名の学生を2日間の営業時間に収めるために様々な工夫が必要であった。折しも2月初旬の
土・日は例年企業合同説明会が開催されていたので、販売実習の1日目と2日目のいずれかに参加するよ
うに人数調整をおこなった。また、営業時間11 :00から16 :00の5時間で約75名の学生に仕事を割り当て
るために、次の①～⑦のような7つの係仕事を作り、時間帯に合わせて係の人数を決め、1日を３シフト
に分けた。十銀委員はシフト表をクラスに持ち帰り、学生の希望を募って係仕事を割り当てた。係仕事は
平成26年から設けられた。
①会計係：現金やりとり、商品をたたみ袋に入れて渡す、値札の管理、売上金の集計・値札と照合
②来場者カウント係：入口に立って時間帯毎の来店者数を正の字で記録する
③粗品・写真係：協賛フェアの説明、レシートと粗品の引き換え、店内の様子を写真撮影
④誘導係：開店前の客の誘導、パイプ椅子を並べて客に勧める、ベビーカートの運搬と見張り
⑤呼び込み係：店頭での呼び込み、チラシ配り、商店街アナウンス放送、自転車の見張り
⑥接客係：接客対応、商品説明、店内の子どもの監視、陳列商品の整備
⑦アンケート係：来店客にインタビュー形式でアンケートに回答してもらう

図３　平成 30 年度の販売実習シフト表

　図３は平成30年のシフト表の例である。二日間の販売実習のうちの一日目のみを示している。クラスが
シフトに入っている日に当該クラスの商品を陳列することにして自分たちが製作した商品の客の反応をで
きるだけ確認できるようにした。シフト１は10:00 ～ 12 :00、シフト２は12:00 ～ 14 :00、シフト３は14:00
～ 16 :00の各々二時間ずつの勤務であるが、必ず接客係を経験してもらうために途中で係仕事は接客係に、
接客係は係仕事に交代して仕事内容の伝達は学生間で行なうこととした。
　シフト１は10時に集まり開店の11時までに商品の陳列を行なった。開店前に10名以上の客が並び、開
店からの1時間に来客が集中して商品の半数以上が買われてしまうので12 :30に商品入れ替えのため一度
閉店してシフト２が商品陳列を行なった。シフト３が来る頃に客足は落ち着き、客とのコミュニケーショ
ンが充分とれたが、１日目の商品がほとんど売れて品薄となり、客の入店が無い場合は早めに閉店した。
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二日目の商品陳列は、シフト１の学生が10時に集合してから行なった。

（２）商品の搬入と搬出

　商品は搬入日の前日までにクラス毎にダンボール箱に入れて一日目と二日目をシールで色分けし、箱の
中が大人服か子ども服かが判るようにクラス名を明記した。荷物の梱包と確認を済ませ、店舗までの運搬
は開催日の前日に運搬業者が行った。授業補助の期限付き助手は、搬入当日の15 :30に集荷場所の実習室
に集まって荷物の積み込みを手伝い、運搬業者が十条銀座の店舗に到着する前に徒歩で行き、店舗までの
荷物の運搬を手伝い、会場の確認と翌日の段取りの打ち合わせをした。服飾美術学科の実習室はエレベー
ターのない三階または四階に位置しており、さらに販売会場である十条銀座商店街振興組合事務所の会議
室は階段を上がった二階であったため、荷物の搬入と搬出には脚力と人手が必要であった。前述の商品検
品に加えて販売実習当日とその前後における期限付き助手の役割と貢献度は大きかった。

（３）販売実習後の学生アンケート

　販売実習を終えた学生にe-kaseiでアンケー
ト調査を行った。後期授業は既に終了しハン
ドメイドショップが終わると春休みになるの
でe-kaseiのアンケート機能で調査を行なっ
た。『販売実習を行った印象はいかがです
か？』の問いに対して、図４に示すように、
いずれの年度も「よかった」、「まあまあよかっ
た」の回答が多かった。図４にはアンケート
に回答していない「未回答」も加えて販売実
習参加者を100（％）としている。平成26年と平成28年は調査の告知が徹底せず回答率が低かった。自
由記述では「自分達で作った服を買っていただけるのがとても嬉しかった。」「普段の授業では地域の人々
と接する機会があまりないから貴重な経験だった。」「とてもやりがいを感じた」など好印象の感想が多
かった一方、「自分のシフトの時間には商品がほとんど売れていた」「お客様とあまり関われなかった」「（学
生の）人数が多すぎる」「商品が少ない」という率直な感想もあった。

５．来店者数とお客様アンケート

（１）方法

　平成26年から販売実習で店頭に立つ学生に係の仕事を割り当てた中に来店者カウント係とアンケート
係があった。来店者カウント係は誤りを避けるために常時２名が別々の紙に正の字を１時間毎に記入し来
店客の総数を求めた。計数器等は機器に使い慣れていないと数え損ねる場合もあるので記録が残る方法を
用いた。アンケート係は、買い物を済ませた客に出口で声をかけてインタビュー形式で口頭で回答しても
らった。質問紙を120枚程度用意して客ひとりに付き１枚にアンケート係が代わって記入する、という方
法であった。インタビューにした理由は、客が手荷物で手が塞がっていること、出口の廊下が暗かったこ
と、できるだけ学生が客とコミュニケーションをとることを狙いとしたからである。しかし、令和３年度
はGoogle Formsで作成しQRコードから客のスマートフォンで回答してもらった。コロナ禍により会話
を最小限にするためと、店舗が狭いので店舗の外で回答してもらうためであった。
　質問内容は以下のQ1 〜 Q8で、7年間同じ質問を行なった。
Q1.　どちらからいらっしゃいましたか？どちらにお住まいですか?
Q2．このハンドメイドショップにいらしたのは何回目ですか？

図４　ハンドメイドショップの印象
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Q3．このハンドメイドショップをどのようにしてお知りになりましたか？
Q4．今日はどなたといらっしゃいましたか？
Q5．お年はお幾つくらいでいらっしゃいますか？年代を教えていただけますか？
Q6．今日は何をお買い下さいましたか？ 
Q7．ハンドメイドショップにどのような商品があるとよいと思いますか？
Q8．ハンドメイドショップの感想や印象を聞かせて下さい。

（２）お客様アンケートの結果と考察

　７年間の来店者数とお客様アンケートの結果の一部を図５～図10、表２に示した。
　図５ 時間別来店者数に見られるように、令和元年まで二日間の開催中に600名から700名の来店者が
あった。平成28年は平日開催であったので来客数が落ち込んでいるが、どの年度も開店１時間に４割く
らいの客が集中している。令和３年度は一日のみの開催であったので来客数が少ない。感染予防のため店
舗への入店者を10名に制限して開店前から整理券を配布した。一日に配布した整理券番号は70を越し、
整理券なしで入店できたのは14時を過ぎであった。入場整理券によって客は入店できそうな時間まで十
条銀座の他店で買い物をすることや飲食店で時間をつぶすことができることがわかった。
　図６ 来店者の居住地（Q1）は、圧倒的に北区が多いが板橋区やその他の地域からの客も見られる。そ
の他の地域からの客はハンドメイドショップを周知で来店している客層と言える。
　図７ 来店回数（Q2）では、初めて来店する客が60 ～ 70％であったが、30 ～ 40％はリピーターである
ことが注目できる。 しかし、販売業者と思われる客が商品を多数購入して行く状況が見られたことを前
任者より伝え聞き、そのために『衣料品の購入はおひとり様3点まで』を原則として現在も掲げている。
子ども連れの場合はお子様もおひとり様として数えてもよいことにしている。
　図８ 来店者の年代（Q5）を見ると、平成28年までは30代、60代が多く、次いで70代が多かったが、
学生がアンケートでインタビューする際に、比較的若いひとり客に声をかけ易かったとも言える。近年は
年齢層が分散する傾向にあり、子育て世代が子どもや家族と来店する姿が見うけられた。
　図９ハンドメイドショップを知ったきっかけ（Q3）は、北区の広報による効果が最も多かった。北区で
はホームページのプレスリリースと北区内の掲示板にA4のポスターを100箇所に掲示した年度もあった。
次いで新聞の折り込みチラシが平成28年頃まで多く、平成29年に新聞記事２社の掲載があった。学生によ
る呼び込み係の効果もあり、アルバイト等で慣れている学生は普段見られない意外な一面を発揮した。
　図10ハンドメイドショップに望む商品は、自由記述から項目別に分けて複数回答として度数で表した。
圧倒的に子ども服に関する記述が多く、次いでサイズ展開、婦人服、商品量の増加、バッグ・袋物、小物
全般には様々な小物の種類が記述されていた。子ども服に関する記述とそれ以外（一般）とに分けて、項
目別に頻度数の多い順番で示したのが表２である。そこで、表２の『ハンドメイドショップに望む商品（一
般）』で最も多い「アイテムの種類」には31種類のアイテムが出現し、頻度数上位の記述を後ろ括弧内に
示した。あえて度数1のアイテムを挙げてみると、着物、コート、女性用作業着、羽織、サロペット、ア
ロハシャツなど、多様な要望を知ることができた。
　一方、『ハンドメイドショップに望む商品（子ども服）』では、「小学生用のサイズ」、あるいは幼児で体
の「大きい子用のサイズ」を望む記述が多かった。ハンドメイドショップの商品は身長90cm、100cm、
110cmに限られていた。次いで多かった「アイテムの種類」は26種類、こちらも度数1のアイテムを挙
げると、子どもとおそろいのパジャマ、子どものおそろい（サイズ違い）、お出かけ着、スモック、カーディ
ガンなどであった。次に頻度の多かった項目は「子どもの小物」、これはこれまで商品として少なかった
注目すべき小物である。次に「男の子用」の数量増加、女子学生はかわいらしい女の子用の服を作りたが
るが簡単なパンツは製作可能である。サイズ 90cm以下の衣料やベビー服は今後の検討課題である。
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図５　時間別来店者数

図６　来店者の居住地

図７　来店回数
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図８　来店者の年代 図９　ハンドメイドショップを知ったきっかけ

図 10　ハンドメイドショップに望む商品

表２　ハンドメイドショップに
　望む商品の項目分類
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６．おわりに

　持続可能な社会を目指しコロナ禍の長い在宅生活を経て、手作りマスクやハンドメイドが見直されてい
る。これは手作りの商品を求めるのではなく、人々が自ら行なう行為としてハンドメイド、リメイク、リ
フォームが注目されているのである。学生の手作り商品が受け入れられたこれまでの12年間はひとつの
区切りと考えた方がよい。一方でハンドメイドショップは、学生の手作り商品を媒介にして十条銀座商店
街の買い物客とのコミュニケーションの場として機能していた。毎年立ち寄ってくれる顔なじみの客がお
り、近所に住む卒業生のご婦人が毎年訪れ、子ども連れの若いお母さんは久々に若い世代と会話したこと
を喜んでくれる。「家政大生が何かやってるよ。」と街の方々は興味をもってくれる。このような機会を作
れるのは学生によるハンドメイドショップだからである。
　今年、前期のアパレル生産実習で台衿付きシャツをやっと仕上げた学生達に「夏休み中にハンドメイド
ショップの子ども服を作ってみない？」と誘ってみると30名くらいの学生が名乗りを上げた。授業とし
て課題を遂行するための手作り商品ではなく、有志としてハンドメイドショップに参加してもらうことが
理想であった。そして、これまでの参加学生のように十条銀座での貴重な学びを体験してほしい。服飾美
術学科は今後もハンドメイドショップを続ける所存である。

謝辞　これまでハンドメイドショップを御支援下さった十条銀座商店街振興組合、北区役所産業振興課の
皆様に心から感謝申し上げます。

注

１）POP広告、Point of Purchase Advertisingの略、小売店の陳列棚等で商品の説明を行なう
２）囲み製図、原型を使わずに矩形を寸法で描きながら作図する方法 
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幼児の主体性を担保する「教育的瞬間」と援助の在り方　Ⅱ

“Educational Moments”and Assistance
to Maintain Infants’Initiative　Ⅱ

保育科　榎本 眞実

1．はじめに

（1）問題の所在

　本稿の目的は、幼児の主体性を担保しながら教師はどのように関わるのかということについて事例を通
して明らかにすることである。本稿は令和３年度東京家政大学教職センター年報に掲載された拙稿「幼児
の主体性を担保する「教育的瞬間」と援助の在り方」１を基に検討していくこととする。
　改めて問題の所在を2点述べたい。1点目は、学生が抱えることの多い問いである「幼児の主体性と教
師の願いや計画とのバランス」ということである。学生は入学以来の学びのなかで、「幼稚園教育要領」
に記載されている「幼稚園教育の基本」２の３点、すなわち、１点目の「幼児の主体的な活動を促し、幼
児期にふさわしい生活が展開されるようにすること」、2点目の「遊びを通しての指導を中心としてねら
いが総合的に達成されるようにすること」、３点目の「一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導
をすること」をよく理解している。同時に、幼稚園には教育課程があり指導計画のもとに日々の保育が展
開されることも理解している。教育内容に基づいた計画的な環境を構成し、幼児の主体性を担保しなが
ら、ねらいが総合的に実現するように幼児の発達や一人一人の特性に応じて適切な指導をしなければなら
ないのである。だからこそ、「幼児の主体性と教師の願いや計画とのバランス」が切実な「問い」になる
と考えられる。
　たとえば、教育実習において製作などの一斉活動をする場面では、学生は自身が作成した指導計画通り
に進めようとするが、進んで取り組もうとしない幼児がいると、「幼児の主体性と教師の願いや計画との
バランス」に戸惑う。遊び場面では、学生の予測を超える幼児の動きに驚き、さらに、幼児が何を経験し、
次にどのような経験が必要で、そのためにどうしたらよいかなど一人一人の特性に応じた指導が難しく戸
惑う。これは、卒業学年の後期に開講する「教職・保育実践演習」で自らの問いをテーマにグループワー
クや議論をする際にも挙げられることが多い問いである。つまり、初めての教育実習や保育実習に行った
ばかりの学生に限らず、全ての実習を終え卒業を控えた4年生にとっても切実な問いということである。
　2点目が、学生が「幼児の主体性」と「教師の願いや計画」を二択で考えがちということである。前述
の「教職・保育実践演習」の授業におけるグループワークでの問いとして「幼児が『したくない』と言っ
たら、あなたはその幼児の気持ちを尊重しますか?それとも、願いや計画通りに進めますか?」などと設
定している。このような二択では真の「幼児と共によりよい教育環境を創造する」３ことにはならないだ
ろう。前述の「幼稚園教育の基本」に、「幼児が身近な環境に主体的に関わり、環境の関わり方や意味に
気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における味
方・考え方を生かし、幼児と共によりよい教育環境を創造するように務めるものとする。」とある。つま
り、「幼児の主体性」と「教師の願いや計画」の二択ではなく、幼児が身近な環境に主体的に関わり、取
り込んだり考えたりできるように、幼児と共に教育環境、ひいては保育を創造することを示しているので
ある。ただ、学生にとって、このイメージが難しいと言えよう。
　この2点のことから、「幼児の主体性と教師の願いや計画とのバランス」を具体的に理解できるよう、
すなわち、幼児の主体性を担保しながら教師はどのように関わるのかということについて新たな事例を通
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してさらに明らかにしたいと考える。このことにより、学生の問いへの一助になると考える。

（2）教育的瞬間と「教師の出」「保育者の出」

　以上のことを検討するにあたり、前述の拙稿と同様に「教育的瞬間」ということに触れたい。鹿毛は著
書「子どもの姿に学ぶ教師」４のなかでヴァンマネン（VanManen,M）の「教育的瞬間」を「子ども（たち）
のために何らかの教育的な働きかけが期待されるような状況に埋め込まれた瞬間」と説明したうえで、「授
業などの教育的場面に埋め込まれた教育的瞬間を的確に捉え、それを逃さずに適切な働きかけを行うこ
と」を「教師の出」としている。この「教師の出」を「保育者の出」として説いているのが、古賀５である。
古賀は、保育実践を「それぞれの子どもの活動の中で、今ここでかかわるべきところを瞬間的に判断し、
優先的にかかわることの連続」と表している。さらに、「複雑にからみ合う文脈の中で、子どもにとって
の状況や活動、行為の意味を保育者は感知し、その瞬間を逃さずにかかわろうとする」保育行為を「保育
者の出」とし、そこに「保育者の専門性が凝縮されたかたちで表出されている」としている６。そして、「教
育的瞬間」を「子どもに対する何らかの教育的な働きかけが保育者に期待される状況に対して、今ここで
かかわらねばと育ちの願いを込めてかかわる瞬間」と定義し直している。
　そこで、本稿では古賀の「教育的瞬間」および「保育者の出」の定義を援用し、「幼児の主体性と教師
の願いや計画とのバランス」が検討できる事例を通して、幼児の主体性を担保しながら教師はどのように
関わるのかについてできる限り具体的に明らかにしたい。
　なお、本稿で検討する事例は子供園であるが、登場する担任は幼稚園教諭としての業務であるため「教
師」と呼ぶこととする。また、展開される生活や活動全般を一般的な呼称でもある「保育」と呼ぶ。

2．研究方法

（1）フィールドワーク

　東京都A区立B子供園3年保育5歳児の保育を観察し、「幼児の主体性と教師の願いや計画とのバランス」
を検討できる姿を記録する。記録は保育に支障のないよう観察するなかでフィールドノートに記録し、可
能な限り写真撮影をする。日にちと時間は以下の通りである。

①3月3日　②3月4日　何れも9:00 ～ 11 :30
　さらに、観察後に担任の教師に援助の意図を確認し、フィールドノートに記録する。なお、事例には内
容のかたまりごとに①②…と番号を付し、それぞれ〈場面①〉〈場面②〉などと表すこととする。

（2）考察の視点

　前述の古賀の「教育的瞬間」および「保育者の出」の援用から、以下の2点を視点とする。
a.「教育的瞬間」すなわち「子どもに対する何らかの教育的な働きかけが保育者に期待される状況に対

して、今ここでかかわらねばと育ちの願いを込めてかかわる瞬間」をどのようなプロセスで判断する
のか

b.「保育者の出」すなわち「複雑にからみ合う文脈の中で、子どもにとっての状況や活動、行為の意味
を保育者は感知し、その瞬間を逃さずにかかわろうとする」際の具体的な在り方

（3）倫理的配慮

　本研究における事例については、当該園長および担任教師に研究目的、研究方法や資料の取り扱い等に
ついて説明を行い、了承を得ている。
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3．事例と考察

【事例1－1日目－の概要】
　A児とB児はおもむろに製作コーナーのテーブルの椅子に座り、この数日遊びの中で数人の幼児が
しているグリーティングカード（以下、カードと表記する）作りを始める。教師はさりげなく隣に座
る。「カード作るの? いいね」と話しかけ、「ねぇ、ここにこういう風に紙を貼ると『飛び出すカード』
になるの。どう?」と提案する。男児達は教師に教えてもらいながら「飛び出すカード」を作る。（写
真①）
　2人は製作が進むたびに教師に声をかける。教師が応じると、男児達は嬉しそうな笑顔になる。

【事例1の詳細な時系列】
時間 幼児の言動 教師の言動

①A児とB児はこま回しをしていたが、一区切りがつい
たのか次の遊びを探すように保育室を歩く。そして、
製作コーナーのテーブルの椅子に座る。テーブルに
は、最近数人の友達が楽しんでいる「カード作り」用
の八つ切りの1/8程度の大きさの白い画用紙がかごに
入れられて置いてある。2人はその画用紙を手に取
り、カード作りを始めようとする。

②教師は2人の様子を気にかけ、さりげなく製作コー
ナーのテーブルの椅子に座る。

③「カード作るの? いいね」と話しかけ、「紙を折って、
ボンドで貼るでしょ。そして、小さい紙に描いて切っ
て、ここにボンドで貼ると…。ほら、『飛び出すカー
ド』になるの。どう?」と実際に作りながら提案する。

④2人は興味をもった様子で教師が作っている様子を見
る。

⑤できあがった「飛び出すカード」を見た2人は「やる!」
と声を合わせるように返事をし、教師に教えてもらい
ながら「飛び出すカード」を作り始める。

⑥2人は製作が進むたびに「先生!できた!」「見て!」な
どと教師に声をかける。

⑦教師が「素敵!」「良いの、できたね。ここ、難しいの
に頑張ったね!」と言う。

⑧2人は嬉しそうな笑顔になる。

【考察】
　〈場面①〉の2人の動きの緩慢さから推察すると、「何しようかな。…カードでも作ろうか」とでもいう
ような曖昧な思いだったのではないか。少し時間をかけながら目的を見いだしたとはいえ、明確な目的と
は言い難い動きである。教師は、こま回しが一段落をした2人の遊びの目的が曖昧になることをこの数日
の様子から予測していた。
　小川は、「援助は幼児理解の上で幼児の動きを予測し、幼児へのかかわり（指導）をイメージすること
を前提としている」７と述べているが、教師はまさにこの２人の動きを予測していたのである。そして、
2人には明確な目的で遊びに取り組むことで力を発揮してほしいと願ったことから〈場面②〉のように注
視した後に、〈場面③〉の援助に至っていると言えよう。曲がりなりにも自ら選択した「（通常の）カード
を作る」という「幼児の主体性」と「飛び出すカード作りを提案する」という「教師の願いや計画」との
バランスの問題が浮かび上がる。
　この事例における「教育的瞬間」を、〈場面③〉と考える。この〈場面③〉は、前述の通り〈場面②〉
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の教師の援助から始まる。この日の教師へのインタビューによると、「もう一（ひと）エッセンス入れた
かった」と話している。しかしながら、「飛び出すカード」ではないカード作りをしている幼児もいるし、
そもそも、この時期に細やかな作業をカードを渡す相手を思いながらていねいに仕上げる経験として、
カード作りに適した画用紙を使いやすいように置いている。つまり、2人に対する「もう一（ひと）エッ
センス」と言えよう。2人がカード作りをしようとしているので、その延長線上の提案を受け入れるので
はないか、2人は製作的なことが得意なので少し難しいこともできるだろう、手応えがあることでカード
作りが明確な目的となり、新しい経験ができると同時に達成感や満足感が得られるだろうなどと予測して
いるのである。そして、いかにも楽しそうに、かつ、2人が集中すればでき得る方法で「飛び出すカード」
作りを提案する。
　その後、A児は内裏雛を描いたカード（写真②）を作り、その後、新たに三人官女のカードも作り、さ
らに段飾りのように内裏雛と三人官女のカードを貼り合わせる（写真③）。B児は、秋をイメージしたカー
ドを作った後に、冬をイメージしたカードを作る（写真④）。２人は「飛び出すカード」の方法を取り入
れたカード作りに夢中で取り組んでいく。
　以上のことを踏まえて、二つの視点で整理してみる。
a．「教育的瞬間」をどのようなプロセスで判断するのか

　前述の通り、「教育的瞬間」は「今ここでかかわらねばと育ちの願いをこめてかかわる瞬間」であるが、
まさに〈場面②〉〈場面③〉がそうである。重要なことは、こま回しの後の2人が遊びの目的が曖昧にな
ることを予測していたことである。これがなければ、2人への注視はなく、さらに「飛び出すカード」作
りの提案もないのである。
　そこに至るプロセスとしては、以下のように整理できる。

２人の動きを予測し、〈場面①〉の様子を注視する
⇒〈場面②〉願いをもち、手応えがあり、かつ幼児自身ができ得る魅力的な方法を提案する

b．「保育者の出」の具体的な在り方

　具体的な在り方としては、〈場面③〉のように提案というかたちである。しかし、言葉だけで提案した
としたら、２人には具体的作り方が伝わらず、またその魅力も分からずに「やらない」「これでいい」と
拒んだ可能性もある。教師は２人の隣の椅子にじっくり座り、「飛び出すカード」を実際に作り始める。
その様子は、いかにも楽しそうである。２人が〈場面④〉のように集中して見ている様子からは、「何が
できるのだろう」「どうやって作るのかな」などと思ったのではないかと考えられる。そして、できあがっ
た「飛び出すカード」をとても魅力的に感じたのだろう。だからこそ、〈場面⑤〉のように、すぐに取り
組み始めたと言えよう。
　つまり、教師はただ提案したのではなく、その方法と出来上がりを魅力的に示したのである。さらに、
その方法が分かりやすく、幼児が自分たちにできると感じられたということである。実は、このことはと
ても重要だと考える。いくら魅力的の出来上がりだとしても、幼児が自分で作り上げることができなけれ
ば、達成感や満足感につながりにくいからである｡

【事例2－２日目－の概要】
　教師は、保育室の入り口の壁面に昨日の「飛び出すカード」を掲示する（写真⑤）。また、製作コー
ナーに、昨日の大きさの画用紙と、その倍程の大きさ（八つ切りサイズの1/4程度の大きさ）の画用
紙を用意する（写真⑥）。
　A児とB児は、掲示されたカードを嬉しそうに見ている。その後、早速カード作りを始める。2人
は昨日より手慣れた様子で、教師の援助なく取り組む。
　A児は、1枚のカードに秋をイメージした木や落ち葉をデザインする。ほとんど言葉を発すること
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なく黙々と取り組む。1枚を作り終えると、すぐに新しい画用紙を取り、今度は冬をイメージして雪
だるまをデザインする。2枚ができあがると、教師を呼んで見せ、秋と冬のカードを横に並べて、セ
ロテープで貼り合わせる（写真⑦）。さらに、春と夏のカードも作り、同様に張り合わせて、最後に
4枚を貼り合わせる。

【事例2の詳細な時系列】
時間 幼児の言動 教師の言動

①保育室の入り口の壁面に昨日の「飛び出すカード」を
掲示する。また、製作コーナーに、昨日の大きさの画
用紙と、その倍程の大きさ（八つ切りサイズの1/4程
度の大きさ）の画用紙を用意する。

②A児とB児は、掲示されたカードを嬉しそうに見る。
その後、製作コーナーに行き、早速カード作りを始め
る。2人は昨日より手慣れた様子で、教師の援助なく
取り組む。

③A児は、1枚のカードに秋をイメージした木や落ち葉
をデザインして作り始める。ほとんど言葉を発するこ
となく黙々と取り組む。1枚を作り終えると、すぐに
新しい画用紙を取り、今度は冬をイメージして雪だる
まをデザインする。

④2枚ができあがると、教師を呼んで見せる。

⑤「いいのできた!秋と冬だね～」とていねいにカード
を見ながら言う。

⑥その後、秋と冬のカードを横に並べて、セロテープで
貼り合わせる。（写真⑦…秋のカードを左側、冬の
カードを右側に貼り合わせる）

⑦さらに、春と夏のカードも作り、同様に横に並べてセ
ロテープで貼り合わせる。（夏のカードを左側、春の
カードを右側にして張り合わせる）

⑧その様子を見て、「すごい! はる、なつ、あき、ふゆ
だね」と言い、季節の順番には貼られていない４枚の
カードを順番に指しながら言う。

⑨A児は、教師の言った「はる、なつ、あき、ふゆ」と
いう順番には興味がない様子で、4つの季節が完成し
たことに満足気な表情をする。

⑩その様子を見て、それ以上は言わずにいる。

⑪最後に２枚組と２枚組を上下に貼り合わせる。

【考察】
　【事例2】は、前日の続きである。〈場面①〉では、環境を構成するという教師の計画を明確に読み取る
ことができる。登園する幼児がすぐに気がつくような場所に前日の「飛び出すカード」を掲示する。その
際は、写真⑤のように、「あけてみて!」という表示と共にカードを閉じた状態で掲示し、幼児が「飛び出
すカード」を一層楽しむことができる工夫を施している。また、前日の幼児の様子を見て、用意した画用
紙が「飛び出すカード」を作るにしては小さかったことを省察し、その倍の大きさの画用紙も机の上に置
く。さらに、「飛び出すカード」作りに必要な細長い紙もかごに整理して置く。つまり、2人を含むクラ
スの幼児が、掲示された自分や友達の作品に刺激を受け、さらに「飛び出すカード」作りに主体的に取り
組むことを予測しているのである。
　幼児期の教育は、「特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本」８としていて、「環境から



68

教職センター年報　第14号

の刺激を受け止め、自分から興味をもって主体的に関わりながら、様々に活動を展開し、充実館や満足感
を味わうという体験が重視されなければならない」９ともある。ここで教師が構成した環境は3点、すな
わち、1.登園する幼児がすぐに気がつくような場所に前日の「飛び出す絵本」形式のカードを掲示する、2.前
日より大きいサイズの画用紙を用意する、3.「飛び出す絵本」に必要な細長い紙を用意する、である。教
育的意図の含まれるこの環境から幼児が刺激を受けて、主体的に自分自身の遊びに取り込みやすいと考え
られる。
　一方、〈場面⑧〉では、４つの季節を自ら表現したA児だからこそ、春夏秋冬の順番に気づき、興味を
もつのではないかと予測し、「もう一（ひと）エッセンス」を加えたのではないか。つまり、A児の知的
好奇心の可能性に働きかけたと言えよう。そうであれば、「思いのままに４枚のカードを貼り合わせる」
という「幼児の主体性」と、「春夏秋冬の順番に気づき、興味をもつのではないか」という「教師の願い
や計画」とのバランスの問題がかすかに浮かび上がる。しかし、A児は言葉に耳を傾けたり、聞き返した
りしない。教師は、これ以上の働きかけをするとA児の楽しさが阻まれるのではないかと予測し、「言わ
ない」という判断をして見守る。前述の拙稿に示した小林10がある研究発表の講評で「教師としての推移
を見守っていこうとするときの“見守る”ということも、“出”と捉える。何となく放置しているのは“出”
とは言わないが、積極的に“見守る”と“出ずに我慢する”というのは“出ない”という“出”である」
と述べている。これに拠れば、教師のこの判断は、小林の言う「“出ない”という“出”」と言える。
　ここでは〈場面①〉と〈場面⑧〉が「教育的瞬間」と考える。
　〈場面①〉では、前日の2人の取り組みに手応えを感じ、2人がより達成感や満足感をより感じられるよ
う、また、クラス全体への刺激となるよう判断をして掲示をしている。言い換えれば、掲示することで2
人の取り組みやクラス全体の取り組みにより刺激があるだろうと予測しているのである。
　〈場面⑧〉では、４つの季節を理解して表現したA児のさらなる知的好奇心の可能性に働きかけたと考
えられる。しかし、A児は興味を示さない。教師はA児の興味の行方を把握し、「タイミングは今ではな
い」とそれ以上は働きかけずに見守る。つまり、〈場面8〉においては、前半部分はもちろんのこと、働
きかけをしないという判断も「教育的瞬間」と考える。
　以上のことを踏まえて、二つの視点で整理してみる。
a．「教育的瞬間」をどのようなプロセスで判断するのか

　前述の通り、〈場面①〉と〈場面⑧〉が「教育的瞬間」と考える。そこに至るプロセスとしては、以下
のように整理できる。
　〈場面①〉

前日の2人の取り組みを把握し、より達成感や満足感を感じられるよう、クラス全体への刺激となる
ように模索
⇒〈場面①〉掲示をすることで刺激となるという見通しをもつ

　〈場面⑧〉
４つの季節を表現したA児の知的好奇心の可能性に働きかける
⇒A児の姿からそれ以上は働きかけずに見守る

b.「保育者の出」の具体的な在り方

　〈場面①〉において、教師は掲示に気がついた子ども達と「すごいね」「どうやって作ったのかしら」な
どと言いながら一緒にカードを見ている。また、A児やB児とは「頑張ったね」「いいのができたね」な
どとあらためて認めている。単に掲示しただけではなく、さらにていねいに援助をしている。
　〈場面⑧〉で、A児の知的好奇心の可能性に働きかけていると言える。教師は「幼児一人一人のよさや
可能性などを把握し、指導の改善に生かすようにする」11と求められている。ここでの教師の働きかけは、
まさにA児のよさや可能性を把握したうえでのことに違いない。つまり、誰にでもするわけではなく、４
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つの季節を理解して、その象徴となり得る「桜・太陽・紅葉・雪だるま」を表現したA児にだからこそ
の働きかけだっただろう。しかしながら、教師はA児の興味の行方を把握し、それ以上は働きかけずに
見守ることとしている。

ここまでの考察を整理すると、以下のようになる。
（1）「教育的瞬間」の判断のプロセス

1）その時点やこれまでの幼児の姿からその後の幼児の姿を予測する
2）教師の願いやねらいを織り交ぜる

（2）「保育者の出」の具体的な在り方
1）手応えがあり、かつ、幼児自身ができ得る魅力的な方法を提案する
2）幼児が主体的に取り組める環境を構成し、共感したり認めたりする援助をする
3）幼児の姿や思い、発想を認める柔軟な援助をする

5 .総合考察

　最後に、次の２点についてさらに深めていきたい。
（1）「保育者の出」としての「もう一（ひと）エッセンス」

　「もう一（ひと）エッセンス」とは、教師が「飛び出すカード」を提案した際を振り返って称した教師
自身の言葉である。ここでは、この「もう一（ひと）エッセンス」について述べていきたい。
　前述の拙稿では、「保育者の出」として「補助線を引く」「足場かけ」と称される援助について述べた。「補
助線を引く」援助とは、数学の図形の問題を解くときに「補助線を引く」ような行為を教師がすることで、
結果的に幼児が自分たちの力で何とかできてしまうような展開になる援助のことである12。「足場かけ」
とは、「幼児が課題を解決していく過程において幼児自身の力で次の段階に上っていくための保育者によ
る環境設定や援助」であり、具体的には「寄り添ったり、他児の様子に気付けるようにしたり、状況や解
決の方向をつぶやいたり、共感し認めたりという援助」13のことである。これらは、幼児だけではそこに
ある何らかの課題を解決することが難しい場合の教師の援助と言えよう。では、「もう一（ひと）エッセ
ンス」と称される援助はどのようなことだろうか。
　「幼稚園教育要領」第1章に「教育は、子供の望ましい発達を期待し、子供のもつ潜在的な可能性に働
き掛け、その人格の形成を図る営みである。（中略）幼児一人一人の潜在的な可能性は、日々の生活の中
で出会う環境によって開かれ、環境との相互作用を通して具現化されていく。」14とある。教師が、この2
人に手応えがある「飛び出すカード」作りを提案することで遊びの目的が明確になり達成感や満足感が得
られると予測した。これは、言い換えれば「潜在的な可能性」に働きかけたと言えないだろうか。
　しかも、その作り方はカードを二重にしてカッターで切り込みを入れる一般的ではあるが難しい方法で
はなく、細長い紙で立方体を作ってカードにボンドで貼り、小さく書いた絵をその立方体に張り付けると
いう方法である。これなら、修了間際の5歳児が一人で取り組むことができる。そのことで、幼児の達成
感や満足感につながると言える。前述の小川は、「保育者の援助によって自発的・自主的行為としてその
活動を行い、充実感・達成感を味わうことができるようにすることが求められている。それゆえ、保育者
の援助は、最終的には、自らの役割それ自体が必要でなくなる方向に向かわなければならないのである。
それは幼児が自律的・自発的行為として遊びを展開できることである」15とも述べている。シンプルな方
法であるが、それでも巧緻性が必要な作業であるし、そこに張り付けられる大きさの絵を描いて切り取り
貼る、という細かい作業となる。A児もB児も黙々と集中して進めていた。「潜在的な可能性」に働きか
けた提案が奏功していると言えよう。
　さらに、「幼稚園教育要領」には、評価の実施について「幼児一人一人のよさや可能性などを把握し、
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指導の改善に生かすようにすること」16 とある。教師は、２人の製作が得意というよさを把握している。
また、少し難しいこともできるだろう、手応えがあることでさらに意欲的になるだろう、という可能性も
把握している。そして、「飛び出すカード」作りを提案しているのである。
　【事例2】でも、教師は「もう一（ひと）エッセンス」として「春夏秋冬」という季節の順番を伝えよ
うとしたのではないか。春から学校歴が始まることに加え、季節の味わいや変容を愛でる日本にとって、

「春夏秋冬」は継承すべき大事な文化である。４つの季節を理解して表現したA児だからこそ、その潜在
的可能性に働きかけられるという判断があったと考える。ところが、A児は興味を示さない。前述の小川
は、「幼児の志向性が分かるからこそ、幼児理解を前提とした指導、つまり援助が可能になる。（中略）幼
児理解の中に幼児の志向性を読むと共に、それへの保育者のかかわりの反省を継続的につないでいくこと
によって、自己の援助の筋道が明らかになる」17と述べている。つまり、教師は、A児にとって「春夏秋冬」
の順番は志向の方向ではないことを把握し、それ以上は働きかけずに見守るという判断をしている。
　同様のことを、秋田が著書18の中で自身のエピソードとして記している。４月半ばのある日、５歳児の
C児に園庭の茂みに連れていかれ、草に「ふわふわの葉」と「固い葉」があることを教えられる。やわら
かいうぶ毛のような毛が葉の表面に生えている草とそうでない草があるという発見に共感しながらA児
と行動を共にする。A児はもっとないかと探したり、虫眼鏡で葉の表面を見たりしていた。少しして、秋
田は「ふわふわの葉」と「固い葉」にも葉の形が違うことに気がつき、「ふわふわの葉っぱでも、これと
これで形が違わない?」と声をかける。すると、A児は「でも、ふわふわだよ」と言い、「ふわふわの葉」
と「固い葉」を探し続けた。秋田は、次の気づきへ急がせようと働きかけたことを反省する。その後、A
児は友達を誘い、もっと小さな「ふわふわの葉」を探し始めたことにほっとした、とのことである。秋田
はこのことに関連して以下のように述べている。

　子どもが自らの概念だけではなく、より高次の科学的概念を教えられることによって、より体系
だってものごとを考えられるようになるのは事実である。しかし、その教えられる知識が有効に働く
には、子ども自身がその有用性を感じることが必要である。子どもは環境の中に埋め込まれた知識
を、自分の発達に応じた形で、能動的に取りこんでいく。生活の中で、身体を通してモノやことに出
会い、そこに何かを見出して自分の言葉で経験から知識を形作っていくことが、幼児にまず必要では
ないだろうか。それは、子ども自身が自分の知の作り手、著者になることである。

　これを見ると、A児やC児に対する教師や秋田の働きかけは、幼児の志向を理解し、その延長線上にあ
るより高次の概念を伝えた援助であることが分かる。より高次の概念を潜在的な可能性に働きかける援助
である。
　【事例1】では、「飛び出すカード」の提案という「もう一（ひと）エッセンス」が奏功し、【事例２】
では、「春夏秋冬の順番に興味をもつ」という「もう一（ひと）エッセンス」はそれ以上は働きかけずに
見守ることになる。潜在的な可能性に働きかけることと同時に、秋田の述べるように幼児が能動的に取り
こむか否かを判断することは高次の概念が有効に働くために必要なことであろう。この判断について続け
て述べていく。

（2）柔軟な指導としての「出ないという保育者の出」

　「幼稚園教育要領」では、指導計画の考え方として「調和のとれた組織的、発展的な指導計画を作成し、
幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければならない」19 と明記されている。そもそも、「指導計画は
一つの仮説であって、実際に展開される生活に応じて常に改善されるもの」20であり、決して一様ではな
い一人一人に応じて、働きかけを続けたり、続けずに見守ったり、働きかけを変えたりなど改善するもの
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なのである。では、「柔軟な指導」とは具体的にはどのようなことだろうか。
　【事例2】で、教師は「はる、なつ、あき、ふゆ」と言いながら、A児の季節の順番には貼られていな
い2組のカード（「夏のカードを左側、春のカードを右側にして張り合わせたもの」と「秋のカードを左側、
冬のカードを右側に貼り合わせたもの（写真⑦）」）をゆっくりと２回指さしていた。場合によっては、カー
ドをその順番に貼り直すことを提案するかもしれない。しかし、そのことに興味を示さないA児にとっ
ては意味がなく、さらに働きかけを続ければA児にとって楽しさが阻まれ、自分のしようとすることが
教師に受け入れられていないことを感じるだろう。教師はそれ以上は働きかけず見守る。つまり、教師は
A児の思いや取り組みをしっかりと受け入れ、その姿に応じてそれ以上の働きかけをしない、すなわち援
助の改善をする。この援助を「出ないという保育者の出」と称したが、これはまさに柔軟な援助の一つで
あろう。この援助は、A児が自分の思うように4枚のカードを貼り合わせ、満足気な表情をすることにつ
ながる。
　ちなみに、前述の通り、A児は前日に作成した内裏雛と三人官女のカードを上下につなげている（写真
③）。まさに、段飾りのイメージなのだろう。できあがりを嬉々として教師に見せていたことから、とて
も満足していたことが伺える。幼児ならではの発想の貼り合わせ方と言える。教師は「そうだよね、こう
なっているものね」と受け入れていた。もし、「このカード、ここにくっつけるの?」などと働きかけた
としたら、やはりA児の楽しさや満足感は担保されない。ここでも、A児に応じた柔軟な援助がA児の
独創的な発想や達成感、満足感につながっていると考える。
　前述の秋田のエピソードの場合も同様である。C児の姿に応じて、それ以上は葉の形については働きか
けなかったことで、C児が「もっと小さなふわふわの葉」という自ら新たな課題を見いだし、自身の志向
の方向に遊びが展開され、満足すると同時に深い学びへとつながったのではないか。
　このように、「出ないという保育者の出」は柔軟な援助の一つであり、「幼児と共によりよい教育環境を
創造する」ことにつながると考える。発想を十分に実現させ満足感を感じていたA児、加えるのなら、自
ら見いだした課題に邁進したC児の姿が示唆しているのである。

　今回の研究では、事例を通して「保育者の出」としての「もう一（ひと）エッセンス」と称する援助、
そして、柔軟な援助である「出ないという保育者の出」が明らかになった。特徴の違う二つの援助である
が、何れも幼児の主体的な姿につながったことも分かった。主体性を担保する「教育的瞬間」と援助の在
り方が明らかになったと言えよう。

6 .今後の課題

　前述の拙稿と本稿では5歳児の事例を通して検討をした。今後は、３歳児、４歳児の事例をさらに検討
していきたい。
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写真①　　　　　　　　　　　　  写真②　　　　　　　　　　　　  写真③

写真④　　　　　　　　　　　　  写真⑤

写真⑥　　　　　　　　　　　　  写真⑦

１　東京家政大学教職センター年報 令和3年度後期 第13号pp.132 -142
２　文部科学省「幼稚園教育要領解説」2018 p.26
３　同上p.26 L.8 -9
４　鹿毛雅治「子どもの姿に学ぶ教師 「学ぶ意欲」と「教育的瞬間」」2007　教育出版
５　古賀松香『幼児期の社会情動的スキルを育む保育者の「臨床の知』「子ども学」第5号　2017　萌文

書林
６　同上p.31 L.5 -13
７　小川博久「保育援助論」2000 生活ジャーナル p.21
８　文部科学省「幼稚園教育要領解説」2018 p.26
９　同上p.28
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10　東京学芸大学教育学部付属武早小学校・幼稚園の2002年の研究発表における小林宏己氏の講評が要
約として記録されている。

　　「“出”という言葉は、出るだけをいうのではなく、教師としての推移を見守っていこうとするときの
“見守る”ということも、“出”と捉える。何となく放置しているのは“出”とは言わないが、積極的
に“見守る”と“出ずに我慢する”というのは“出ない”という“出”であると捉えたい。」「見守る
にしても具体的にある言動を伴って出るにしても、結果として子どもがその後どうなっているかとい
う見取り・評価は不可欠な問題になっていく。」等が記録されている。

11　文部科学省「幼稚園教育要領解説」2018 p.121
12　戸田雅美「保育をデザインする　保育における『計画』を考える」2004 フレーベル館
13　杉並区立高円寺北子供園における平成30年度・令和元年度 杉並区教育委員会教育課題研究指定園に

よる研究発表での文言である。「よく考えてやりぬく幼児～人との関わりを通して自ら学力を育てる
～」のテーマを掲げ、聖心女子大学教授 河邉貴子氏の指導の下、研究発表を実施している。

14　文部科学省「幼稚園教育要領解説」2018 p.27
15　小川博久「保育援助論」2000 生活ジャーナル p.194
16　同上　p.121
17　小川博久「保育援助論」2000 生活ジャーナル p.21
18　秋田喜代美「知をそだてる保育」2000 ひかりのくに p.56
19　文部科学省「幼稚園教育要領解説」2018 p.97 第1章第4節1 指導計画の考え方
20　同上p.98 -99
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保育者養成における領域「環境」の指導法に関する一考察

A　Study on the Teaching Method of the Domain“Environment”
in Early Childhood Education Course

保育科　佐藤 康富／児童学科　大西 明実／金子 日菜乃

１．はじめに

　令和４年３月、文部科学省から「架け橋プログラム」として以下のことが示された。ここでは「幼児期
から児童期の発達を見通しつつ、５歳児のカリキュラムとスタートカリキュラムを一体的に捉え、地域の
幼児教育と小学校教育（低学年）の関係者が連携して、カリキュラム・教育方法の充実・改善にあたるこ
とを推進」することがねらいとされている。つまり、幼保小の教師・保育者に求められる資質・能力とし
て、カリキュラムや教育方法を組織化し、より良く再構成・再組織化する力量が求められているといって
よいであろう。くわえて、その際、重要な役割を果たすのが「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と
されている。言い換えれば、これは単にカリキュラムの文言の改善ではなく、現実の子どもの姿をどのよ
うに捉え、そこに子どもの発達を促す教材や環境を構成、再組織化し、子ども自身にとって必要な経験が
得られるようにしていくことに他ならない。
　このような保育者や教師の資質・能力を高める動きは大学の養成課程にも、以前より求められてきてい
る。平成２７年１２月に中央教育審議会で出された「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に
ついて」の答申では、「養成段階は『教員となる際に必要な最低限の基礎的・基盤的な学修』を行う段階
であることを認識する必要がある。また，実践的指導力の基礎の育成に資するとともに，教職課程の学生
に自らの教員としての適性を考えさせる機会として，学校現場や教職を体験させる機会を充実させること
が必要である。」と、教員養成に関する課題を指摘している。なかでも、実践的指導力の育成と、現場を
体験させる機会という点が重要であろう。なぜならば、このような答申が出された背景にはそれまでの座
学的な学習と違い、アクティブ・ラーニングの視点から、学生・生徒の学習・指導法の改善をしていく必
要が求められてきているからである。
　このような流れを受け、幼稚園教諭養成課程・保育士養成課程も見直されてきた。具体的には幼稚園教
諭養成課程を検討し、モデルカリキュラムを提案した無藤は次のようにそのポイントを示している。今回
の中央教育審議会の答申を受け、新たな学校教育の課題に対応できるよう教育職員免許法が改正された。
それに基づき大学が教職課程を編成するに当たり参考とする指針＝教職課程コアカリキュラムが平成２９
年１１月に策定。くわえて、平成２９年３月には新たな学習指導要領、幼稚園教育要領、保育所保育指針
等が告示された。この流れの中で、教職課程コアカリキュラム「保育内容の指導法」の考え方の中で、幼
稚園教育要領の５領域を踏まえ、具体的な保育場面を想定し、保育実践力を身に付けることが重要視され
ている。したがって、ここでは具体的には以下の点の工夫が求められている。
・幼稚園教育要領に示された各領域のねらい及び内容について、具体的な幼児の姿や活動の場面とともに

理解すること。
・保育内容の指導法及び保育の構想に関する目標では、教材研究、指導案作成、模擬保育といった体験的

に学ぶ方法の工夫が必要。
　しかしながら、この保育におけるPDCAサイクルを回しながら、保育実践力を身に付けさせることは
形式的、手続き的理解に留まることが多く、学生自身が自分事としてそれを実感することが難しいと感じ
てきた。そこで、コロナ感染症の状況も収まってきた段階で、本学が持つ強みである附属こども園や子育
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て支援施設、森のサロンの保育現場と連携し、領域「環境」の授業で、大学構内の自然環境を教材に、草
花遊びをテーマとして指導案作成や模擬保育を行い、保育実践力を身に付ける体験的な学びの工夫を試み
た。
　以上のようなことから、本研究では授業で保育現場との交流を通して、いかに学生の保育実践力を育む
かという一連の活動と、学生自身の振り返りから、そのポイントを明らかにすることを目的とする。

２．研究方法

（１）調査対象

　令和４年度に「幼児と環境」の科目を履修した３年生のうち４クラスの学生を対象とした。調査対象の
学生は児童学科児童学専攻、育児支援専攻に所属し、大学附属施設での観察実習、１２日間の保育所実習
を１度経験している。

（２）調査方法

　全７回の授業の中、第６回の授業で行った子どもたちとの交流の振り返りを第７回の授業で行った。そ
の際、振り返りはワークシートを用いて、以下の３項目について記述してもらった。

①草花遊びの計画をし、子どもと関わってみて感じたこと
②子どもの思いや行動、あるいは意外な一面
③今後、このような保育を計画する際に重要なことは何か。今後に生かすべきことは何か。

　学生が記入したワークシートの記述からキーワードを抽出し、コーデイング後、その分析を行った。
※なお、学生にはmanabaのアンケート機能を使用し、このワークシートの内容を研究に使用する承諾・
了解を得る手続きを行った。

（３）授業実践

　子どもたちと草花遊びでの交流に関する授業を計４回行った。
１）グループごとに分かれ、子どもたちと実際に遊んでみる草花遊びを考え、指導案を立てる。

まず初めに学生自身が体験してきた草花遊びについて思い出し、またどのような草花遊びができるか
をweb図（遊びマップ）に書き出し、草花遊びについての考えを広げた。その後、草花遊びのプラン
ニングを考え、遊びを豊かにする準備物やこの遊びから子どもが生み出す遊びの可能性を検討した。
加えて、グループでの話し合いを通して子どもたちと遊んでみたい遊びを選び、指導案を計画した。

２）施設見学とシミュレーション
自分たちが交流する子どもたちは普段どのように過ごしているのかを見学しに行った。特に森のサロ
ンは板橋区地域子育て支援拠点事業であり、親子との交流、また毎日異なる親子が参加しているため、
幼稚園の子どもたちとは違ったアプローチが必要であることを認識する時間となった。加えて、自分
たちが考えている遊びを実際に行い、さらに計画を深めた。

３）子どもたちとの交流会
大学附属のみどりが丘幼稚園、森のサロンに通う子どもたちとの交流会を行った。当日は大学内の中
庭、幼稚園の園庭、雨天の日は施設内で行い、学生が活動の環境構成を行った。

４）ビデオを視聴し、自分たちの姿を振り返り、振り返りシートを記入する
交流会当日のビデオを視聴し、自分たちの姿や子どもたちの姿を客観的に捉えた。実際に関わった際
の振り返り、客観的に捉えた振り返りをワークシートに記入した。また、同じグループの学生同士で、
活動の振り返りを共有してもらった。
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３．ワークシートの分析から

（１）年中組と関わったクラスの感想

①草花遊びの計画をし、子どもと関わってみて感じたこと
この項目の学生の記述は以下の通りに分類できる。
イ　計画の変更・柔軟性・臨機応変さ 　１４
ロ　活動や援助に対する難しさ 　　９
ハ　子ども達を惹きつける難しさ 　　５
二　子ども達への言葉掛け 　　５
ホ　子どもとのコミュニケーションの難しさ 　　５
へ　事前の準備の重要性 　　２
ト　教材の適切さ 　　５
チ　子どもの発想、イメージ、捉え方、興味、こだわり 　２４
リ　子どもの遊びに対する嬉しい表情や楽しんでいる様子 　１４
※回答人数（母数）　３４名　複数回答・記述あり

　学生の記述のキーワードを取り出し、集計すると上述のワードが数として見ることができる。この９の
主だったワードはさらに３つに大別できる。１つ目のイからトまでの７つの項目は学生自身（学生側）の
この遊びを計画実施しての思いである。２つ目はチの子どもの捉え、視点（子ども側）に関する項目であ
る。３つ目は１つ目と２つ目に関わるが、その遊びでの子どもの様子を見ての自分達の計画に対する喜
び、あるいは評価である。
　もちろん、１つ目の項目の観点は机上の指導案作成、学生同士の模擬授業でも振り返りの際に出てくる
項目であるがその切実さは異なるものと思われる。たとえば、イ「計画の変更・柔軟性・臨機応変さ」は
具体的には以下のような記述となっている。
・私たちの班は初めに計画していた色水遊びがうまく行かないだろうと判断し、急遽遊びを変更したので

すが、楽しんでもらえたようでよかったです。
・実践してみたことで、想定していた通りにいかなかったことも多く、計画することの難しさを感じた。
・計画では、子どもたちに花をつんでもらい、カップに飾るという活動を考えていたが、なかなか計画通

りにいかず、臨機応変に対応することが大事だと実感した。
・予想していなかった子どものアイディアに柔軟に対応し、そのアイディアが楽しく活かされるように援

助することが重要であり、難しいのだと感じた。
　つまり、ここでの１つ目の項目は実践しての学生自身が感じた課題である。
　また、２つ目はその課題の元でもあり、その解決の重要な視点でもある子どもの姿の受け止めである。
ここは今回、保育現場と連携して授業を展開できたからこその実感を伴った観点であろう。
　たとえば、これを学生の具体的記述であげると次のようになる。
・実際に子どもと関わると、子どもたちからやりたいことや新たなアイディアが出てきた。ある女の子は
「ピンク色が好きだからピンクの花束をつくる」「ここにリボンをつけたい」とたくさんアイディアを出
して、学生の力を借りずに集中して花束をつくっていた。

・子どもたちは、自分で花を選び、自分の好きなようにデコレーションしていて、自分だけの作品を作っ
ていて、どの子も違う作品ができていて面白いなと思った。

・子どもの発想力は豊かであり、学生側から提案するよりも子ども自身のやりたいを尊重する関わりが大
切だと思った。

　くわえて、３つ目の項目はこれまでの１つ目と２つ目が関連する、学生側・計画する側と、その活動の
主人公である子ども側の反応、姿を看取ることによる、学生自身の満足感、喜び、自分達への評価、さら
に自信につながったともいえよう。つまり、これらの学生の振り返りから、この授業において大事なこと
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は単に指導計画が上手く行ったか、上手くいかなかったかという成功、不成功という単純なものではなく、
子どもの反応、姿に応じて、保育をアップデートできる、言い換えればPDCAサイクルを回して、保育
を改善できる、カリキュラム・マネジメントができる保育者としての心構えへ焦点をあてた、授業のフー
ドバックをし、保育をメタ認知的に観る視点を育むことが大切ではないであろうか。

②子どもの思いや行動、あるいは意外な一面
　この項目は、草花遊びの指導計画を立てる時に、子どもの姿をよく見る、活かすことを強調してきたこ
とにもよるが、学生はこの活動を通して、子どもを多面的に捉えようとしていることが伺える。また、こ
こでの記述は①のチの項目とも関連している。
具体的な記述としては以下のものに代表される。
・私たちは葉っぱで動物を作るという遊びを展開していたが、「お面を作りたい」という子がおり、即興

で対応したが、かなり楽しんでくれたようだった（補足：このグループでは葉っぱを使って画用紙に構
成遊びをする活動を行っていたが、ここでの子どもはその構成遊びの枠を超え、それを使って、子ども
が自分で発想したお面に仕上げたいというアイディアであった。）

・私たちのグループでは、腕輪（ブレスレット）を作る活動をしたのだが、一人で二つ作って両腕につけ
たいという女の子や、「お母さんにあげるの！」と母親の分と合わせて二つ作っていた女の子もいて驚
いた。どこか勝手に片腕につけるものと思い込んでいたのかもしれないと子どもたちのおかげで気付く
ことができたと同時に、家族の分も作ろうと考えられる優しさに感動した。

・プランターにいたワラジムシを発見し、興味関心をもっていた。その子どもは「プランターに、ワラジ
ムシが他にもいるのでは？」と考え、学生と一緒に他のプランターを見に行っていた。

　これらの記述は、いわば、自分達の子どもを捉える枠組みを広げる、リフレーミングの役割、幼児理解
を深める経験に役立っているといえよう。

③今後、このような保育を計画する際に重要なことは何か。今後に生かすべきことは何か。
　この項目の学生の記述や観点は、①の質問事項と重複する点もあるが、①と比較すると今後に生かすと
いう、ここでの質問事項がバイアスとなり、網羅的・事務的回答になっている面がある。学生の記述とし
ては以下の５つの項目に集約される。
イ　準備 　２８
ロ　計画 　１１
ハ　スペース、環境 　１７
二　子どもへの対応 　２０
ホ　倫理的配慮 　　５
※回答人数（母数）　３４名　複数回答・記述あり

　おしなべて、①の回答を整理した観点と同類に集約されるが、唯一違う回答は倫理的配慮である。ここ
は振り返りを書く前に、授業担当者から説明があったこともあるが、計画以前に学生が思いつかなかった
重要なポイントでもあるといえる。

（２）年少組・年長組と関わったクラスの感想　　

①草花遊びの計画をし、子どもと関わってみて感じたこと
この項目の学生の記述は以下の通りに分類できる。

年少組 年長組
イ  計画の変更・柔軟性・臨機応変さ ３２ １６
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ロ　活動や援助に対する難しさ ３１ １０
ハ　子ども達を惹きつける難しさ 　５ １０
二　子ども達への言葉掛け １０ １１
ホ　子どもとのコミュニケーションの難しさ １１ 　３
へ　事前の準備の重要性 ２１ ２４
ト　教材の適切さ ２８ ２３
チ　子どもの発想、イメージ、捉え方、興味、こだわり ３３ ２７
リ　子どもの遊びに対する嬉しい表情や楽しんでいる様子 ２５ １６
※回答人数（母数）年少組対象学生３７名・年長組対象学生３４名　複数回答・記述あり

　学生の記述のキーワードを取り出し、集計すると上述のワードが数として見ることができる。子どもた
ちとの関わりでは、１つ目の項目（イ～ト）の学生自身が感じた課題は、２つ目の項目（チ～リ）を捉え
たうえで、実体験を通したからこそ感じることができた課題であると言える。
　チ「子どもの発想、イメージ、捉え方、興味、こだわり」やリ「子どもの遊びに対する嬉しい表情や楽
しんでいる様子」と言う実際の子ども姿から捉え、その後学生自身がロ「活動や援助に対する不安・難し
さ」を感じ、イ「計画の変更・柔軟性・臨機応変さ」の必要性を実感して、実践の途中で計画の再構成が
行われたり、ト「教材の適切さ」を考えて、主体的に遊ぶ子どもの遊びに対応できるように工夫しようと
試行錯誤していることが伺える。具体的には以下のような記述がある。

（年少組）
・事前に予想される子どもの様子を書いたが、実践を通して見られた子どもの様子から得た学びが多く

あった。活動の流れでは、子どもの作品に紐を通すようにしていたが、子どもによっては手で持ちたい
と言う子どももいたため、臨機応変に対応することが重要であることが分かった。

・実践を通して、プランの際には気づけなかった配慮点や援助が多く出てきた。
　子どもの姿では様々なパターンを予想していたが、全ての穴に花を通す子どももいれば何個かで止める

子どももいたり、ビニールシートの上に靴を脱いで上がる子どももいれば脱がずに上がろうとする子ど
もがいたり、遊びに集中しすぎておもらしをする子ども、段ボールの裏側が気になって見る子ども、花
以外の葉っぱなども通す子ども、他のグループでの作品に紐を通してとやってくる子ども、花びらをち
ぎって自分の好きな色だけのパンジーにする子ども、など様々な子どもの様子を見ることができた。関
わりの中では「できるかな？」などと声をかけ、意欲を高めることや自分で選べるようにすることを意
識した。また、見ているよというアピールをすることで、喜んで活動する子どももいて、このような関
わりの重要性を感じた。

・今回の体験を通して子どもの遊びというものは、私たち大人が思いもしなかった方向に発展していくの
だと思った。また子どもの遊びの発展には遊びや環境を通して子どもが感じた刺激やそこから得た、
やってみたいという思いが影響していると思った。準備不足や子どもの年齢に応じた遊びの援助ができ
なかったなど、反省も多かったものの、実際の子どもの姿を通して沢山の充実した学びを得ることがで
きた。

（年長組） 
・子どもに何を経験してほしいのかというねらいを明確にしていたら、その場でも子どもの姿に応じて遊

びを少し変えることができたのではないかと思う。

　授業の展開として、活動を計画し、実践を通して振り返りを行うような実践的な授業展開を行っても、
対象者が「学生」であれば気付けなかった視点が得られたのではないだろうか。
　また、学生の多くは予想もしなかった子どもの姿に戸惑いを覚えながらも、試行錯誤しながら実践の中
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で省察し、実践に返すことができるように考える機会となったことが記述から読み取ることができる。
（年少組）
・３歳児クラスの子どもたちは、色水を作るという行為だけでなく、たらいに貯めてある水に触ったり、

花を浮かべてみたり、ペットボトルを振ってみるなど、興味の方向が様々であると実感した。予想して
いた通りの活動とはならなかったが、子どもの興味関心に合わせて臨機応変な援助をしていくことが必
要であると学んだ。

　上述のような振り返りは、「子ども」が対象であったからこそ得られた視点である。臨機応変な援助の
在り方について、具体的な記述には至っていないが、目の前の子どもの興味関心を捉えること、捉えたう
えで計画を見直す必要性を感じている。
　今回の活動では、子どもの姿を想像し計画をすることから始まったため、まずは「活動を通して子ども
の姿や思いを感じること」そのうえで活動を通して「子どもの何を育てたいのかを振り返ること」を体験
する機会となった。
　これらのことから、授業の中で丁寧に取り上げ、学生同士が振り返りを共有することで保育者として求
められる視点へのきっかけづくりとなったのではないだろうか。
②子どもの思いや行動、あるいは意外な一面
　この項目では、①のチやリに関連して、子どもの姿から、多くの学生が捉えていた視点は以下の通り
である。

（年少組）
・感触を楽しむ遊び、感覚的な遊び、単純な遊びを繰り返し楽しむ姿があった。
・興味の移り変わりが早い。遊びに夢中になりお漏らしをしてしまう子、首にひもをぶら下げたまま走っ

てしまう子等がいた。
・色水遊びの途中でカップに水を入れ、落ち葉やどんぐりを入れるあそびをしている子どももいました。

その後、切り株に水を入れる遊びに変化し、子どもたちの楽しそうな姿に自然との関わりや単純なこと
が子どもにとってはとても楽しいことなのだと感じました。楽しそうな姿にどこまでやっていいか困惑
しましたが、役割を分担して水を溢れるまで入れて遊ぶという子ども独特の遊びの楽しさがあったと思
いました。

・黄色と紫のパンジーの黄色の花びらだけを取り除き、「見て!紫になった!」と言う子どもや花びらをす
べてとり、茎だけを段ボールに通す子どももいた。首から下げると言うのが気に入ったのか他のグルー
プで作った作品に「リボンをつけて!」と言う子どももいた。このように予想していなかった子どもの
姿が多々あり、とても面白かった。

・実際に子どもと関わってみて、自分たちが練習した時とはまた違った難しさがありました。水を入れる
場面で、子どもは適量が分からずペットボトルに入っている量の水すべてを袋へ入れてしまうことがあ
り、途中から事前に少量の水を入れたペットボトルを渡すなどの工夫をしました。

（年長組）
・自分で考えて遊ぶ、様々な材料を取り入れて工夫して遊ぶことに魅力を感じていた。
・集中力がある。したい遊びのために適切な道具の使い方ではなくなっていた。
・私たちはスケッチブックに色水を垂らしてストローで吹く遊びを想定したが、実際子どもと遊んだら、

色水に使った花をクレヨンにしてお絵描きに発展した。子どもたちの想像力、ある物で楽しむ力はすご
いと改めて感じた。

・色があまり出なかったり、自分の理想の色にするために集中する姿が見られた。
・コップにふたをつけたいという子がいたりなど子どもの予想外の遊びに材料が十分準備できなかったた

め、授業でやったように１つの遊びからどんな遊びに広がるのか事前によく考えておけば子どもが求め
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るものも用意できたのではないかと反省した。
　（１）にて「自分たちの子どもを捉える枠組みを広げる」と表現したが、机上で学んでいた学修とつな
ぎ合わせながら、実践を通して子どもの姿を目の当たりにし、子どもの発達や子どもの興味関心の先を改
めて考え直している。更には「自分自身への問い直し」をしている学生の記述が多く見られ、③の次への
展開を考える視点につながっており、体験したことで得られた心の「揺れ動き」や「葛藤」からの気付き
が、保育をメタ認知的に観る視点につながっていると言えよう。
③今後、このような保育を計画する際に重要なことは何か。今後に生かすべきことは何か。
　②では、年少組・年長組ともに、予想していなかった子どもの姿から子どもの遊びの面白さを見出して
いるのと同時に、適切ではない扱い方や危険が伴う等の場面において、実践の中で戸惑い、道具の扱い方
や材料の取り入れ方等、「どこまで見守ったらよいか」「適切な援助とは何か」を考えるきっかけとなった。
この項目では、以下のように集約されるが、①でも述べたように、特に倫理的な配慮の項目は、友人や教
員とともに振り返りをする中で、学生が新たに気付いた視点である。

年少組 年長組
イ　準備 ２８ ２４
ロ　計画 ３２ １６
ハ　スペース、環境 １６ １０
二　子どもへの対応 ３１ １１
ホ　倫理的配慮 　９ １５
※回答人数（母数）年少組対象学生３７名・年長組対象学生３４名　複数回答・記述あり

　上述にも述べた通り、倫理的配慮については、指導計画を作成した際には気付けなかった視点である。
今回の実践では、「プランターの花の植え替えをするため、咲いている花を摘んで遊びに使うこと」が子
どもにとっての特別な体験であった。継続的に取り入れることができないからこそ、「楽しく遊びに取り
入れる」ことと同時に、「取り入れ方」については、充分な配慮が必要であったが、学生が実践前に気付
くことは、困難であったと考える。具体的には、「遊びに使うこと」に重きが置かれていたため、学生は
何の躊躇もなく、子どもと一緒にプランター以外の花を摘んでしまう姿が見られた。加えて、活動に使う
教材についても、その扱い方が問われた。子どもたちが新たな材料や道具と出会い「楽しく遊びに取り入
れる」ことが目的であるが、一方で、限りある材料や道具の「適切な扱い方」を知っていくことが必要で
あるが、こちらへの配慮は、計画の際に十分されていたとはいいがたい。しかしながら、学生自身の育ち
を考えると、純粋に子どもが楽しめるようにと考えた計画のもと実践をし、上述のような配慮には至らな
かったからこそ、自分自身の在り方を振り返り、後の学びが深まったと言える。
　これらのことから、実践後の振り返り（省察）が重要となる。「問い」を立て、振り返りを行ったことが、
新たな視点をもたらすことにつながったと考える。
　今回実践後の授業展開としては、まず、自分たちの実践を録画した動画を視聴し、客観的に自分たちの
関わり方や教材の扱い方、子どもの姿や保育者の姿を捉えることを行った。更に園の先生方からは、学生
への問題提起をいただき、改めてグループの友人や教員と話し合いを行った。ここで得られた新たな視点
では、子どもに善悪を知らせればよいということではなく、子どもと関わる中で子どもの思いを汲みなが
らも、「どうしていくことが大切か」を子どもと共に考えていき続けることが、保育者として必要な心構
えであろう。以下の振り返りは、子どもの思いを汲みながら、どうすることが望ましいのかを自問自答し、
子どもの育ちにとって必要な経験を考え続ける保育者としての素地となる振り返りである。

（年少組）
・切り株での水遊びではどこまで見守りどこで声をかけるのかと言う難しさを感じた。一方で友達と協力

した遊びが始まる様子を見ることができ、良い経験になった。
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（年長組）
・つつじを子どもと一緒に摘むときは、どうして今日は花を摘んでいいのか、きれいな花は摘んでいいの

か等のお話をせずに進めてしまい、今後のつながりも考え、事前にお話をすべきであると反省した。
・途中でポスカを水の中に入れてインクが水に溶けて色水のように遊ぶ子どもが見られた。普段してはい

けないが、学生との貴重な体験ということでその遊びをそのまま肯定してよかったのか、それとも１度
それをしたら次の人が使えなくなったり、園に戻ったときにやりたいという子が出てくるのを見越して

「してはいけないこと」を伝えるべきだったのか、どっちの対応が正しかったのか疑問に思った。（グルー
プの反省により、自分が保育を実践する際には、使い方は約束しておくことが必要であると分かった。）

（３）乳児・保護者と関わったクラスの感想

森のサロンの子どもたちと交流した学生の①②の記述は以下の通りとなった。
イ　計画の変更・柔軟性・臨機応変さ １９
ロ　活動や援助に対する難しさ 　７
ハ　子ども達を惹きつける難しさ １１
二　子ども達への言葉掛け 　３
ホ　子どもとのコミュニケーションの難しさ 　５
へ　事前の準備の重要性 　２
ト　教材の適切さ 　７
チ　子どもの発想、イメージ、捉え方、興味、こだわり ２１
リ　子どもの遊びに対する嬉しい表情や楽しんでいる様子 　８
ヌ　保護者との関わり １４
ル　乳児ならではの遊び・行動 　 １９
※回答人数（母数）　２９名　複数回答・記述あり
　上記の表では３歳～５歳までの９つのキーワードの他に「ヌ・ル」のキーワードを追加した。

　追加したこの２つのキーワードから、子どもたちの年齢が０歳児から２歳児の乳児が多いということや
親子での参加であるという、施設の特徴が表れていることがわかる。また、学生自身も交流を通してその
特徴を感じ取っている結果である。ヌ「保護者との関わり」では２つの観点があげられる。
　１つ目は保護者と子どもの関わり、２つ目は保護者と学生の関わりである。それぞれ以下のような具体
的な記述があった。
１）保護者と子どもの関わり
・保護者が遊んでいるのを見て、真似して遊んでいる姿があった。
・遊んでいる中で、保護者の姿を探している様子があり、安全基地となっている大人がいるからこそ遊び

が広がるのだと実感した。
２）保護者と学生のつながり
・お母さんが「お花だって～見てごらん」と子どもに伝えて、子どもと私たちをつなげてくれた。
・保護者の方が、子どもの姿から楽しんでいるということを伝えてくれて嬉しかった。
　ル「乳児ならではの遊び・行動」は具体的に以下のような記述となっている。
・草花と水が入ったビニール袋のムニムニとした感触を楽しんでいる姿を見て、五感で楽しめるものに興

味があるのではないかと思った。
・興味の対象がころころ変わっていたが、面白いことには注目していて、ペットボトルを転がしたり繰り

返しの遊びが多かった。
　子どもたちについて以下の記述のような振り返りをしている学生も多くいた。
・０歳から２歳という幅広い年齢の活動を考えたことがなかったため、計画を作るのが難しかった。
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・計画していた子どもの姿と、実際に保育した時の反応にはかなりの差異があった。
・その場の子どもたちにはかなり難しい活動を計画してしまっていたと感じた。
　これらの振り返りから、学生にとって乳児期の子どもたちのイメージがあまりなかったことや、その時
期の子どもたちに対する活動を考え、行う経験が少なかったのではないかと考えられる。そして、今回実
際に乳児期の子どもたちと関わり、子どもの反応や楽しんでいることに触れ、その姿が印象に残ったこと
により、それが振り返りの記述に現れたのではないであろうか。また、保護者と関わる中で、乳児期の子
どもの姿がより具体的になり子どもとの関わり方の学びにつながっている。これらは、保育実践力を身に
つける体験的な学びを行う最初のステップの一つであると考えられる。
③の記述においては以下のような記述が多くあげられていた。
・子どものことをよく知り、興味や関心、年齢に合わせた活動を計画することが大切であると考える。
・その時子どもが遊んでいるものやことに注目して、一緒に遊んで気持ちを共有すべきだ。
・ひとつのこと・ものに対して子どもの興味はさまざまであり、それぞれの楽しみ方を尊重したい。
　学生が想像していた子どもの姿とは異なる子どもの姿に出会い、計画とは異なる活動を展開する中で、
保護者の力を借りながら子どもと関わり、自分を振り返っている。これらの記述はヌ「保護者との関わ
り」、ル「乳児ならではの遊び・行動」の振り返りからの観点ではないかと考えられる。目の前の子ども
の姿に寄り添い共感して遊ぶという視点が学生の中で深まったことがわかる。
　一方でこのような記述もあげられている。
・子どもの自由な遊びに臨機応変に対応できるような大まかな計画の方が進めやすいのではないか。
・計画は大切だが、目の前の子どもの遊びに臨機応変に対応していくことが重要である。
　今回の交流を通して、その時々の子どもの姿を捉え、子どもの主体性を尊重することの重要性に気がつ
いた学生も多かった。しかし、子どもを知り、子どもの興味関心にあった活動を計画するという視点はあ
るが、子どもの主体性に寄り添うため、活動の在り方はその場に合わせてという考え方であり、なぜ計画
を立てることが必要であるのかという本質の部分までには至っていない。
　保育の視点として、子どもの育ちを考えていく際には計画が必要であり、軸となる目的を持っていなけ
れば子どもの育ちは捉えられない。子どもの主体性を広げるには計画が必要であり、計画があることで臨
機応変な対応ができる。同時に、臨機応変な対応を行うには、その時の子どもの姿を捉え、本質的なねら
いと照らし合わせながら援助に結び付けることが大切である。この部分を授業で伝えていく必要があるの
ではないであろうか。

４．総合的考察

（１）保育実践力を育むPDCAサイクルの在り方

　今回の活動から「教材研究、指導案作成、模擬保育といった体験的に学ぶ」ことが単に学生同士で実践
するのではなく、「子ども」という対象と関わることで、「具体的な幼児の姿や活動の場面とともに理解す
ること」につながった。学生は以下のように振り返っている。
（年長組）子どもの遊びは計画通りではないのだと改めて感じた。子どもが自分たちで遊びを広げて
いく様子や、子ども同士の関わりがあり面白かった。活動を通して計画を立てることももちろん大切
だが、目の前の子どもが何を楽しんでいるのかを考えることがとても重要であると改めて感じた。

　実践を行う中で改めて「子どもの姿を観察し、子ども理解を深めること」が大切であることに気がつき、
そのうえでP（plan＝計画）をD（do=実践）につなげる際、子どもの姿から柔軟に変更したり工夫した
りする臨機応変な態度と、実践がどうであったのかを振り返るC（check＝評価）「実践に対する評価」と

「子どもに何を経験してほしいのかという意図」を改めて考え直し、A（action=改善）につなげる視点が
生まれたのではないかと考える。しかしながら、学生の中には計画したことを実施することに夢中になり
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すぎていて、そこでの子どもの姿を臨機応変に繋げることに難しさを感じていたのも事実である。した
がって、子どもの姿をしっかり観察したうえでのP（計画）であれば、活動にとらわれずに臨機応変に変
更することができると考える。つまり、P（計画）にとらわれすぎると本来子どもに実現してほしい本質
的なねらいがぶれ、保育者主導のP（計画）が活動を成功させることばかりに重きが置かれてしまう恐れ
がある。さらに、保育実践力を育むうえでは、活動を行うことが目的ではなく、その活動を通して子ども
に何を育てたいのか（例えば活動を計画しても、その活動が子どもの発達や興味関心に即しているのか）
子どもの姿をしっかりと捉えたうえで計画を立て実践し振り返って次の実践に生かすことが保育実践力を
育むことになるであろう。

（２）今後の授業実践における課題

　今回の授業では、活動の振り返りを行ったことで完結してしまい、学生の振り返りを更なる改善や実践
につなげることまでには至らなかった。そのため、今後の授業展開の中では学生自身が振り返り気付いた
視点を元に、改めて教材研究や指導計画を立てる意味を丁寧に問い直す時間を設けていくことが必要であ
ると考える。
　ここで育む実践力とは、計画し、その計画の実施だけでなく、子どもにとってどのような意味をもたら
すのかという振り返りであり、また、その後の総括的振り返りをし、保育や子どもの姿を包括的に振り返
るメタ認知的能力の育成を必要とすることである。つまり、それはドナルド・ショーンのいう行為中、行
為後の振り返りであり、言い換えるなら形成的評価と総括的評価を組み合わせて、保育全体を改善する能
力を指す。したがって、授業の構成においても、学生個人の振り返りを更に、この活動全体の振り返りに
し、メタ認知的視点を意識する必要があるといえよう。今後はここでの知見を授業展開の改善につなげて
いきたい。
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学生の力量診断にみる教授力量の修得と課題
―修得時期と定着能力の分析を通して―

The Achievement and　Issue of Practical Teaching Abilities of
Students in Teacher Training Course

－ Through Analyzing Time and Level of Acquired Abilities ―

栄養科　青木 幸子

１．はじめに―研究の背景と目的

　教員養成政策はひとえに児童・生徒を目指すべき日本人像に育成するためにふさわしい教員を養成する
ための政策である。それは近代的な学校制度の成立以来今日まで、幾度となく時代の節目ごとに見直され
変化してきた。
　教員養成政策の中核は、中央教育審議会や教育職員養成審議会などの各種答申に基づき教育職員免許法
や規則の改正に反映され、それは教員の資格取得要件として大学の教員養成カリキュラムにおいて実効力
を持つ。
　教職の資質能力において実践的指導力が強調されたのは1997（平成9）年の教育職員養成審議会答申「新
たな時代に向けた教員養成の改善方策について」に遡ることができる。これを受けた免許法の改正によ
り、教員養成カリキュラムにおいては教科教育法や教育実習の単位増など「教職に関する科目」の充実が
図られた。教職における実践的指導力の育成の考え方は、その後、2006（平成18）年の中央教育審議会
答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」に受け継がれ、新たな教職に関する科目として「教
職実践演習」の新設をはじめ、教職大学院の設立、教員免許更新制の導入が提言された。また、2012（平
成24）年の中央教育審議会答申「教職生活全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」
において、教員養成の修士レベル化や免許制度改革が提言され、養成・採用・初任・現職の各段階におけ
る資質能力の向上に向けて大学と教育委員会、学校との連携強化や協働による高度化とともに、養成課程
における質保証の厳格化が求められた。さらに、2015（平成27）年中央教育審議会答申「これからの学
校教育を担う教員の資質能力の向上について―学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて
―」においては、教職生活を「養成段階、採用段階、1 ～数年目、中堅段階、ベテラン段階」の諸段階に
わけ、各段階で「教員育成指標」を定め、養成と採用と研修の一貫性を図る支援体制の整備が掲げられた。
特に養成段階の改革内容として、学校インターンシップの導入、教科に関する科目・教職に関する科目の
枠組みの撤廃と大括り化、実務家教員の任用促進などが示された。教員の新たなキャリア形成の構築にか
かわる「教員育成指標」の策定は、教職の専門職化と高度専門職業人としての資質能力の内実へと検討対
象が移っていくことになった。
　しかし、佐藤学１）は、教員育成指標の設定が教職生活の各段階の達成目標を示すものであり、教師が
専門家であるための学びの要件である自律性の確立を目的としていないことを懸念し、教員養成改革が教
職大学院の改革としてしか提示されていないことに問題を提起している。つまり、教員養成の高度化と教
職の専門職化、教職と教師教育の自律性と待遇の改善という4つの課題を回避している「官僚主義的統制」
への危険に警鐘を鳴らしている。福島裕敏２）は、養成段階における実践研究を通じて、教員養成カリキュ
ラムを通じた実践的指導力は、学習指導、生徒指導、学級経営、組織協働という教員の実際の職務に即し
た形で強く意識される傾向が強く、養成段階では、「①教育の質保証や実質化を意図した高度化」が強く
意識されているが、「③離学後、教育委員会の研修とも連携した汎用性のある力の育成を意図した高度化」
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も目指されている。一方、「生徒の状況に対面し一連の問いを自分自身に投げかけ」その学習を支援する
「省察的実践者」への指向は皆無ではないが、前者に比べると潜在的な意識にとどまっており、この省察
的実践者像の検討は「②博士課程の設置や国際化など高度な専門的な内容の提供を意図した高度化」にも
つながると考察している。つまり、養成期間中に、教師としての基本的力量の形成とともに、自身の教職
生活全体を見据えた高度化への対策や専門職への認識と覚悟を涵養できるカリキュラムが求められる。
　家庭科教師の専門性に関する主な先行研究を学会誌より検索すると、大学の家庭科教員養成カリキュラ
ムの現状と課題に照準を合わせた研究３）４）、学生の教科指導能力を高めるための授業分析による研究５）６）７）、
授業実践力の向上と養成プログラムの開発を目指した研究８）、あるいは教師教育の視点から家庭科教員の
専門性の発達に関する研究９）10）などがある。また日本学術会議健康・生活科学委員会家政学分科会から
家庭科教育の拡充に向けた教員養成の在り方への提言11）が行われている。しかし、文部科学省の能力指
標との関係について分析した研究は見あたらない。
　実践的指導力の定義について分析した田原宏12）は、教職の実践的指導力の内実には「教職という『実践』、
教職がもつ『現場』の特徴」が由来し、「教職に固有の専門性の源泉もここにある」という。そして教育
実習の教科指導を例に、「教授内容・教材研究、教授スキル、学習の展開・構想等について予めの準備は
不可欠である」が、教育実習は現場の「状況対応」に特徴がある。教科指導における難局をやりくりする
手立ては指導教員が提供してくれる。経験による蓄積のない力不足の学生は、この難局とやりくりの算段
とを経験することが「実践的指導力」を形成する機会となると指摘している。また教育実習は学生にとっ
てだけでなく、現職教員にとってもキャリアの振り返りやスキルアップなど教師の「同僚性」（相互の授
業支援や考え方の共有、共に授業づくりを考え省察しあう関係など）を育む機会ともなると、教育実習の
意義を述べている。
　そこで、本稿では、このような実践的指導力をめぐる現状を踏まえ、教科指導における教授力量の修得
時期と定着度に照準を合わせて分析することで、学生の教授力量の修得傾向の実態を把握するとともに、
今後の教職生活の充実に向けた汎用性のある力の育成に繋がる養成課程の質保証に向けた授業改善の課題
を明らかにすることを目的とする。

２．研究方法

（1）調査対象及び調査時期

　調査対象は、2016・2017年度に第4学年に在籍した栄養学科及び服飾美術学科の家庭科履修者82名と
2020・2021年度に第4学年に在籍した栄養学科の家庭科履修者37名である。後者は筆者の授業担当学科
の変更に起因するものである。また、複数年度の在籍者を対象としたのは、学科間の対象者のバランスを
保つとともに、より平均的なデータを得るためである。また、後者の年度は、新学習指導要領の全面実施
の開始年度にあたり、しかも新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、教育現場では授業内容や指導
方法を含めた大幅な授業形態の見直しが行われた年でもある。もちろん大学もこの年の3年次からオンラ
イン授業が主流となった。こうした理由による学生の修得実態の変化も併せて確認するためである。な
お、分析サンプルは、教育実習が終了していない者を除き、それぞれ調査期間内に提出されたものを対象
とした。
　調査期間は2016・2017年度は10月の対面授業時間内であり、2020・2021年度は10 ～ 11月にmanaba
上で実施したものである。

（2）調査方法及び分析方法

　1）調査方法
　調査は、対面授業であるとオンライン授業であるとを問わず第4学年にオムニバス形式で実施される「教
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職実践演習」の筆者担当回の授業で実施された。本科目は、養成課程における教師としての力量修得の質
保証を目的として設置された教職科目であり、この中で教育実習時の研究授業の授業評価と教師に必要な
資質能力の修得時期に関するアンケート調査を実施した。いずれも学生自身による力量の自己診断であ
る。回収率はいずれの授業でも100％であった。
　2）分析方法
①　教育実習時の「研究授業評価チェックシート」を分析し、学生自身の自己診断に基づく教授力量の修

得実態を把握する。　
②　文部科学省が提示した「教師に必要な資質能力」の一覧に基づいて作成した「教師に必要な資質能力

の修得時期のアンケート」を分析し、教育実習終了後の学生の教科に関する知識･技能の修得時期と
定着度の実態を把握する。

③　教育実習における教科指導の修得能力の特徴と実践的指導力の定着実態との関係を考察する。
④　教師の自律性と専門性を担保し省察的実践者への一歩につなぐための授業計画への示唆を得る。
　統計分析はSPSS statistics 22を用いて統計処理を行い、有意水準を5％に設定して分析した。

３．教育実習時の研究授業の評価

（１）実践的指導力の育成とカリキュラム上の位置づけ

　 教師の資質能力の育成は、主に教職科目の履修により担われている。それらの科目の相互・補完作用
によって総体的な能力形成が図られる。教科の実践的指導力の育成と密接かつ直接的に関わるのは、各教
科の専門科目と各教科の教育法である。
　筆者は「教科教育法」の担当者として、第3学年前期では理論編として基礎的･基本的な内容の理解を
中心に、後期では応用･実践編として教科指導の実践的指導力の育成にウエイトを置いたカリキュラムを
編成している。その際、教育実習の疑似臨床体験として模擬授業を実施しており、その際の授業批評の方
法としてチェックシートを用いた批評会を行っている。応用･実践偏の授業でウエイトを置いているの
は、後掲の表1に示した「A題材開発度」と「B学習指導案の完成度」であり、関連する能力について個
別に確実な定着を図ることをねらいとしている。また、模擬授業は、履修者と時間数の関係からグループ
での臨床体験である13）。模擬授業においては、「C授業の展開」に関する諸能力の育成をねらいとしている。
　グループでの臨床体験は、前期の授業で修得した学習指導計画の基本的理解を土台にして、題材の選定、
教材研究、授業の構想、教材の準備、授業の実施、授業の批評という授業づくりに関する一連の内容で構
成している。そこではグループでの積極的な学び合いを勧めることで「視座の相対化」14）を図ることに
力点を置いている。そうした授業づくりの体験活動を通して既習内容の復習とともに、教材分析力や授業
構想力を育み、授業批評により授業分析や授業参観の観点など教育実習時における個別の授業づくりの力
量形成に資することを企図している。授業批評のチェックシート作成においては、テクニカルな視点に目
を奪われがちであるが、既習内容としての基本的知識･技術と実践の現場における往還関係を見据えて教
科の独自性を重視した授業展開を意識づけるよう工夫している。
　そうした考え方の集大成が4年次の「家庭科教育法Ⅳ」である。当該科目は、問題場面を提示し、その
回答を得るために、個人あるいはグループで家庭科を取り巻く具体的な課題を設定し、理論的･実証的な
探究活動を行い、探究成果から得られたエビデンスに基づいて教科の教育的価値を明らかにする。また、
教師としての使命や抱負を自覚的に問い、問題場面への対応を明らかにすることを通して自らの家庭科観
の確立を図ろうとするものである。課題設定から探究活動、問題場面への回答という一連の学習活動は、
学生自身の学習計画に基づく100％学生参画の取り組みである。また、この間の教育実習体験と探究活動
成果の発表は「視座の相対化」につながり、探究の視点や課題相互の関連などへの新たな気づき、発表方
法やまとめ方の基本的知識と手順の理解を促し、今後の職能成長への継続性を視野に入れた教師の自律性
へとつながる学習活動として構成している。
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（２）研究授業の自己診断結果

　そのような目的をもって計画されたカリキュラムの学修途上に教育実習は位置づく。教育実習の集大成
である研究授業に関する教授能力の自己診断結果が、表1である。教育実習時の研究授業を対象に第3学
年の模擬授業と同一項目のチェックシートで授業評価をしてもらった。調査は、大変満足できる：５、大
体満足できる：４、どちらともいえない：３、あまり満足できない：２、全く満足できない：１の5段階
評価とした。表の左端の「能力指標別項目」は、筆者が一連の授業づくりに必要な具体的な評価項目を設
定し、それに沿って類別した項目（A ～ D）であり、その下のカッコ内は文部科学省が提示した能力指
標である。
　能力指標は、学生が養成課程において修得すべき教員として必要な基本的･共通的指標のうち、「教育
実践」に関わるものであり、それらの能力指標の定義は以下のとおりである。

＊教材分析力とは、教材を分析することができる。
＊授業構想力とは、教材研究を生かした授業を構想し、子どもの反応を想定した指導案としてまとめる

ことができる。
＊教材開発力とは、教科書にある題材や単元等に応じた教材･資料を開発･作成することができる。
＊授業展開力とは、子どもの反応を生かし、授業を展開することができる。
＊表現技術とは、板書や発問、的確な話し方など授業を行う上での基本的な技術を身につけている。

表 1　研究授業の自己診断
能力指標別項目
(能力指標）

平均値
2016/2017

平均値
2020/2021

t検定

A題材開発度 1.生活実態にかなった興味･関心が持てる題材か 4.18 4.14

(教材分析力） 2.題材のレベルが生徒の発達段階に適っているか 4.15 4.22

3.題材構成の範囲が適正か 3.99 4.30

4.教育現場での実践化への可能性 3.90 4.03

B学習指導案の 5.題材開発(設定題材）の趣旨 4.06 4.19

完成度 6.形式 4.15 4.05

(授業構想力） 7.ねらい(明瞭さ・具体的） 3.99 4.03

8.評価（観点･方法･時期） 3.67 3.73

C授業の展開 9.話し方(声の大きさ・強弱・言葉遣い） 3.99 3.78

(表現技術） 10.説明（分かりやすさ･用語） 3.57 3.49

11.発問（分かりやすさ・的確性） 3.32 3.59

12.指示（分かりやすさ・的確性） 3.52 3.65

13.指名（公平さ･応答） 3.80 3.97

14.板書（読みやすさ・分かりやすさ・計画性・色使い） 3.68 3.89

(教材開発力） 15.資料（内容･提示） 3.87 4.14

16.教具・標本（内容･提示） 4.05 4.11

17.視聴覚教材（内容･提示） 2.41 3.70 *
(授業展開力） 18.机間巡視（個別指導･全体理解） 3.78 3.92

19.思考場面（設定･対応） 3.49 3.81

20.活動･作業場面（設定･対応） 3.59 4.11 *
21.ディスカッション（設定･対応） 2.84 3.38

22.時間配分 3.30 3.38

23.学習形態（個人差・理解度への配慮） 3.54 3.32

24.問題解決のための学習活動 3.33 3.62

25.授業展開の説得力 3.46 3.78 *
26.教師の専門的力量（知識・技術・教養･情熱など） 3.07 3.35

D生徒の理解度 27.内容への興味･関心･意欲･態度 4.22 4.11

28.知識の理解 3.85 3.92

29.技能の習得 3.06 3.51     *
30.生活への適用性 3.85 4.05

31.学習の発展性への期待（主体的・継続的な取組） 3.63 3.86

                         *p<0.05  

具体的評価項目
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　学生は調査時期に関わらず「教材分析力」を筆頭にほぼ「授業構想力」「教材開発力」「表現技術」「授
業展開力」の順に修得能力を評価していることが分かる。2016・2017年度の「教材開発力」の「17 .視聴
覚教材」（2.41）が低いのは、授業中に対象機器を使用する場面が少なかったことに起因するものである。
類似の傾向は、「授業展開力」の「21．ディスカッション」（2.84）にも見られ、授業中にこの方法が採用
されなかったことを暗示している。もちろん学習内容によって方法が異なることは十分想定される。それ
ぞれの評価項目で該当しない場合は「１」と回答することになっているので、全体的な平均値を下げたも
のと推察される。一方、新学習指導要領が2020年度から小学校、2021年度から中学校で全面実施となり、
高等学校は2022年度の全面実施に向けて両年度とも移行期間中であった。教育現場においては、生徒の
主体的･対話的な学びが推奨され、アクティブ・ラーニングが採用される機会が多くなったことが数値に
反映されていると推察される。両年度間の「20 .活動･作業場面」と「25 .授業展開の説得力」で有意な差
がみられた。
　家庭科の教科指導において「24 .問題解決のための学習活動」は独自性の一つであるが、2016･2017年
度は3.33と低く、「19 .思考場面」の3.49と合わせても授業展開における教科の特徴を生かした学習活動
が不足気味であった。一方、「20 .活動･作業場面」は3.59であり、問題解決のための学習活動を若干上回っ
ている。この活動には、実験・実習や体験活動、ロールプレイング、調べ学習、まとめ学習などグループ
や個別の学習活動が含まれ、それらの実践的･体験的活動は学習目的達成のための不可欠な活動であるが、

「24 .問題解決のための学習活動」との関係に曖昧さが残る。
　そこで、「24 .問題解決のための学習活動」と相関関係のある因子を分析すると、「4.教育現場での実践
化への可能性」「6.形式」「14 .板書」「29 .技能の習得」が有意であった。また、「D生徒の理解度」のうち「27 .
内容への興味･関心･意欲･態度」と相関がみられたのは「2.題材のレベルが生徒の発達段階に適ってい
るか」「6.形式」「18 .机間巡視」「21 .ディスカッション」「22 .時間配分」であった。つまり、生活実態に
かなった教材を用いて技能の習得を目指す学習活動が暗黙理に示されており、内容への興味･関心の喚起
には、板書、机間巡視や時間配分、ディスカッションなどに配慮した丁寧な授業展開との関係が示唆され
ている。チェックリスト用紙の自由記述を見ると、当該研究授業に関する指導教諭や反省会での他教師か
らの批評は「C授業の展開」に関することに集中しており、学生は学習活動と生徒の理解との関係につい
て幾多の状況対応を迫られたことが推察される。
　一方、2020･2021年度は「24 .問題解決のための学習活動」3.62、「19 .思考場面」3.81、「20．活動･作
業場面」4.11といずれも平均値が高くなっており、学習指導要領改訂による授業改善の影響が大きいこ
とが推察される。この年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、徹底された感染防止対策の下で教
育実習を体験した学生であり、生徒もまたオンライン授業用にタブレットの活用やアクティブ ･ラーニン
グによる授業改善が促進された時期である。授業内容の理解を促す「教材開発力」の平均値が軒並み高く、

「17 .視聴覚教材」3.70、「21．ディスカッション」3.38と高くなっているのもその証左であろう。さらに、
「D生徒の理解度」をみると「27 .内容への興味･関心･意欲･態度」は2016・2017年度に比べると「1.生
活実態にかなった興味･関心が持てる教材か」は4.14と若干低下したが、「2.題材のレベルが生徒の発達
段階に適っているか」4.22、「15 .資料」4.14、「16 .教具･標本」4.11と上昇しており、しかも実践的･体
験的活動場面は増えている。
　「24 .問題解決のための学習活動」は「1. 生活実態にかなった興味･関心が持てる教材か」「21 .ディスカッ
ション」「25 .授業展開の説得力」との間に有意な相関がみられた。問題解決という明確な目的に適った教
材と学び合いによる説得力のある学習活動が必要なことを示唆している。「27 .内容への興味・関心･意欲
･態度」は「3.題材構成の範囲が適正か」「7.ねらい」「12 .指示」「15 .資料」「23 .学習形態」「29 .技能の習得」

「31 .学習の発展性への期待」との間に相関がみられた。主体的･対話的な授業改善の成果は、「D「生徒の
理解度」の向上に影響していることがわかる。なお、「31 .学習の発展性への期待」は家庭科学習への継続
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的な関心とともに、学習成果を実生活に適用し生活の改善を図ろうとする実践的態度と関係し、生涯にわ
たる「生きる力」や主体的な生活者の育成につながる重要な項目である。この項目と相関がみられたのは、

「1.生活実態にかなった興味･関心が持てる教材か」「5.題材開発の趣旨」「24 .問題解決のための学習活動」
「29 .技能の習得」「30 .生活への適用性」において1％水準で強い相関が認められ、家庭科の学習内容や方
法の特徴と符号する関係性が把握された。

（3）教育実習前後の教職志望の変化

　3週間の教育実習を終えた学生に、教職志望度の変化について尋ねた結果が表2である。両年度とも、
教育実習後の教職志望度は増加している。教員採用をめぐる状況や新型コロナウイルスによる経済状況の
変化などの諸要因も大きく関係していると考えられるが、教育実習は自らの職業選択の振り返りの機会と
なっていることが伺える。

表 2　教職志望度の変化

４．能力指標からみた能力の修得時期と定着度

　文部科学省が提示した「教師に必要な資質能力」の一覧に基づき、「教師に必要な資質能力の修得時期
に関するアンケート」のうち、教科指導に関する知識･技能の分析結果が表3・表4である。教師に必要
な能力の修得時期は、「教育実習前」「教育実習中」「今後の課題」の3時期に分類した。また、その能力
の定着度は、十分身についている：4、身についている：3、まだ不十分：2、まったく身についていない：
1の4段階評価とした。学生は各能力指標について自身が修得したと実感（判断）した時期と能力の定着
度について診断する。つまり、定着度の自己診断を各能力指標と修得時期のマトリクス上に位置づけるこ
とで、その能力の定着度と修得時期との関係と傾向を把握することができる。

表 3　教師に必要な資質能力の修得時期と定着度の平均値（2016･2017 年度）
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　 2016・2017年度に平均値が3.0以上で資質能力が「身についている」と自己診断した項目は、「教育実
習前」の「24 .教材開発力」と「26 .表現技術」の2つだけである。「教育実習中」の修得能力の平均値は
おおよそ2.65であり、教科指導に関する各能力指標の修得を教育実習中に実感したにも関わらず、「まだ
不十分であり、身についている」とは言い難いと診断していることを表している。また、「今後の課題」
とした各能力指標の平均値は1.71であるが、「27 .学級経営力」は1.23と全項目中もっとも低い。
　また、能力指標の修得時期別回答者数の割合をみると、「15 .教科の内容」から「21 .学習指導法」まで
と「22 .教材分析力」から「27 .学級経営力」までの能力指標に一定の特徴がみられる。前者は「教科や教
育課程に関わる基礎理論や知識」に関する能力指標であり、後者はそれらの基礎理論や知識をベースとし
た「実践的な指導力」に関わる能力指標である。概して前者の能力指標は「教育実習前」に修得したと回
答した割合が30％以上の多数を占めるが、「19 .総合的な学習の時間」と「20 .情報機器の活用」の回答者
は30%を下回り、「教育実習中」に修得した回答者の割合が高くなっている。一方、後者の能力指標は「教
育実習前」に修得したと回答した割合は前者に比べて著しく低く、「教育実習中」に修得したと回答した
割合は圧倒的に高くなっており、理論･知識と実践力の修得時期には歴然とした差があることが明らかに
なった。

表 4　教師に必要な資質能力の修得時期と定着度の平均値（2020･2021 年度）

　2020･2021年度に平均値が3.0以上で資質能力が「身についている」と自己診断した項目は、「教育実
習前」には「15 .教科の内容」「16 .学習指導要領の理解」「17 .教育課程の構成に関する基礎理論･知識の
習得」「20 .情報機器の活用」「22 .教材分析力」「24 .教材開発力」の６つと「教育実習中」には「15 .教科
の内容」「18 .道徳教育･特別活動」「22 .教材分析力」「24 .教材開発力」「30 .表現技術」の5つの能力指標
が占め、2016・2017年度に比べて定着度の向上がみられる。
　能力指標の修得時期別回答者数の割合をみると、概ね「教科や教育課程に関わる基礎理論や知識」に関
する能力指標の「教育実習前」の修得割合が高いが、「19 .総合的な学習の時間」と「20 .情報機器の活用」
が低いことは2016・2017年度の結果と類似している。一方、「実践的な指導力」に関わる能力指標は概し
て「教育実習中」の修得割合が高いが、「27 .学級経営力」は圧倒的多数の学生が「今後の課題」としてい
る。
　両年度とも理論･知識と実践力の修得時期の傾向に特徴がみられ、教育実習が、教師に必要な資質能力
の修得に担う役割の大きさを改めて確認することができる。なお、2020・2021年度の修得時期別の平均
値は「教育実習中」2.94、「今後の課題」1.85であり、2016・2017年度より高くなっているのは学習指導
要領の改訂による授業改善の影響が大きいことが推察される。
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　学生の自己診断が示すとおり、これらの能力指標は相互に関連しており、どの時期での修得が望ましい
というような解釈や判断を求めるものではなく、いずれの指標も基礎的な知識･技能の修得は「教育実習
前」に必要であり、「教育実習中」にそれらの知識･技能を駆使し、生徒や学校の実情に合わせて補完し、
より高次の能力の定着を図ることがねらいである。しかし、「教育実習中」に多岐にわたる能力の修得や
定着に向けた補完作業は、必ずしもどの能力にも平等に保証されているわけではなく、教育実習校により
教育実習の体験内容は大いに異なる。教科指導や学級経営は必ず体験が保証される教育活動であるが、

「27 .学級経営案の作成」を体験するか否かは異なる。また「18 .道徳教育･特別活動」は中学校での実習
体験では道徳を担当する機会は多いと考えられるが、高等学校での「道徳」の体験機会は必ずしも当ては
まらない。それは「特別活動」や「19 .総合的な学習の時間」にも当てはまり、中･高等学校とも学校の
全体計画の中に位置づく教育活動の実習体験については、学校の裁量に任されている。また平等な実習体
験である教科指導も学校規模により授業担当時間数が異なるように、教育課程の他領域の体験活動も必ず
しも平等ではない。そうした事情が修得時期の回答者の割合に表れており、それが平均値にも影響してい
ると考えられる。
　いずれにしても能力指標の修得時期と定着度について「今後の課題」とした学生の割合が50％以上を
占めたのは、2016･2017年度が「20．情報機器の活用」「27 .学級経営力」であり、30％以上が「18 .道徳
教育･特別活動」「19 .総合的な学習の時間」であった。2020・2021年度は学習指導要領の改訂とオンライ
ン授業による授業形態の変化の影響を受け、50％以上は「27 .学級経営力」であり、30%以上が「17 .教育
課程の構成に関する基礎理論･知識」と「18 .道徳教育･特別活動」「19 .総合的な学習の時間」であった。
　これらの能力指標が養成課程において修得すべき教員として必要な基本的･共通的指標であるなら、そ
の修得と定着度の分析結果から、本学学生は能力指標にばらつきがみられるものの、修得し定着しつつあ
る実態が理解される。それでもなお、質保証の観点から「教育実習前」と「教育実習中」に必要な資質能
力を修得できるよう、学修内容の定着度をさらに高めるよう授業改善について早急な対策が迫られている
といえる。これは大学の教職課程のみならず、教育実習体験をも含んだ養成段階の課題として把握されな
ければならない。これらの結果が「教職科目」の内容改善の一助になれば幸いである。

５．養成課程における教科指導の実践的指導力の修得に向けて―省察的実践者への育成課題

　家庭科の教育的価値は、学校での学習で得られた知識･技能を実生活に還元し、日々の健康で安全な生
活の創出とともに、将来の生活に向けてライフスタイルやリスク管理を踏まえた経済生活や家族生活の構
築を通して生活文化や持続可能な社会環境の創造に向けて知識･技能を活用する実効力のある実践的態度
の育成にある。
　では、実際に、生徒や社会人は家庭科学習の成果をどのように実生活に還元しているのであろうか。日本
家庭科教育学会は、2001年9月全国の小･中･高校生約11,000名を対象に「家庭生活についての全国調査」15）

を実施した。この調査は、学会が1982年以降継続的に取り組んでいる調査であり、子どもたちの家庭生
活の意識と実態を知り、カリキュラム改善に資することを目的としたものである。2011年調査の結果、
子どもたちは家庭科学習の効果を「できるようになった」「わかるようになった」「気づくようになった」「考
えるようになった」の順に評価している。「たくさんある」「少しある」を含めて7割の児童・生徒が「で
きる」「わかる」ようになったのに対して、約4割の児童・生徒が「気づく」｢考える｣ ことがないと回答
している。「気づく」「考える」学習内容として児童･生徒は、「健康」「安全」「環境」に関する内容を挙
げている。「できる」内容は、実習で習った内容である 16）。そうした子どもたちの評価に対して、学習の
出発点はもとより問題解決の学習プロセスにおいても「できる」「わかる」｢気づく｣「考える」の学習機
会は設定され、相互に関連して展開されていると授業実践例を挙げて分析している17）。さらに「できる」

「わかる」「きづく」｢考える｣ という4つの学習効果について「学習効果の有無」により比較分析すると、
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価値観の形成において「気づく」｢考える｣ 学習機会が大きく影響しており、問題解決学習や参加型学習
方法の導入が推奨されている18）。
　また、2009年に21都道府県の高等学校家庭科教員約600名を対象に行った調査 19）では、家庭科で重視
している学力として、知識･技術が上位を占めているものの、問題解決力、人とかかわる力、思考力･判
断力、社会的視野を広げ行動する力などが挙げられ、家庭科の特質を生かした学習活動を通して実生活と
社会的な問題とをリンクした学習の必要性と生きる力の育成に重点を置いていることが伺える。
　さらに2016年～ 2017年にかけて全国の高校生約5,000名を対象に、家庭科で獲得した力として「知識･
技能」「思考力･判断力」「表現力」「実践力」「協働」の項目を挙げてたずねたところ、「知識･技能」「協働」
に比べ、「思考力･判断力」「実践力」の獲得度は低く、家庭生活と社会問題との関わりや、実生活での実
践力･活用力に課題が残る結果となった20）。
　以上のように、教師の意図や願いどおりに生徒は学習効果を認識しておらず、教科の指導方法としてよ
り「気づく」「考える」学習活動場面の意識的な設定とその学習活動のもつ意味を十分に生徒と共有する
手立てを講じることの必要性を示唆している。
　実践的･体験的性格をもつ家庭科において、「わかる」「できる」は家庭生活への実践につながる必須要
件である。自立した生活者の育成には「気づく」「考える」ことを重視する必要がある。生活における矛
盾や問題に気づき、解決策や改善策を模索していく学習活動は自立した生活者の育成にとって不可欠であ
り、衣食住生活の意思決定において必要な能力であり、実践力ともなる。学校で学習した内容が「できる」
ようになっても、生活を取り巻く課題や社会問題の所在とその関係さえにも「気づき・考え・わかる」こ
となく、与えられた条件内での解決策に終始しているだけでは、主体的な生活者とは言えず、新たな生活
の創造は望むべくもない。自立した生活者としての価値観の形成に大きく関与する「気づく」｢考える｣
学習活動の活性化とそれに裏付けられた実態の理解と課題解決の学習活動を通して、将来の生活への洞察
力に基づく生活実践力の育成へとつながる学習指導が求められる。そのためにも教科の特質に見合った題
材の選定と多角的な視点からのアプローチによる問題解決学習の展開が期待される。
　教育現場における教科の履修形態の課題であった家庭科の男女共修は、子どもや保護者、そして国民の
性別役割分業意識の変化に大きな一歩を刻み、同時に教科内容や学習指導にも変化をもたらした。それで
もなお、教科に対する保守的･家庭的イメージは払拭できず、生活課題と社会問題との関連性の把握は弱
く、教科指導上の視野の狭さを克服する必要がある。
　教師に求められるさまざまな資質能力はこれからの教職経験により磨かれていくであろう。しかし、こ
れで満足という自己診断を下した時点で自己省察は止まり、教師としての成長も止まる。教師として日々
の経験とともに積み上げられてきた「実践的能力」は、新たな課題に対峙したとき自身の内面に問いかけ
る省察により「自立的発展力」として成長を支援する21）。教職生活を通して省察的実践者への道のりを自
覚的に問う姿勢が求められる。教育「現場」が教職の「実践」の内実を特徴づけるが、省察的実践者への
道のりは一様ではなく、現場の職務に沿った対応にウエイトを置く場合も、教職のアイデンティティの形
成を模索する対応にウエイトを置く場合もあるであろう。経験と研修を通じて状況に応じた新たな教育現
場の創造に自覚的に対峙していくプロセスが重要であると考えられる。そうした状況対応への対峙の仕方
と積み重ねが、教職の使命を自分自身に問い、新たな自分自身を創造していく糧となるであろう。
　家庭科教師として職能成長に必要なコンピテンシーは、自らの教科観に立脚した題材開発の力量と問題
解決学習に基づく効果的な学習指導の力量の修得にある。それのない家庭科の指導は、「職務遂行に求め
られるスキル」から脱却することのない指導に終始することになる。養成課程におけるカリキュラムの中
核は、理論と実践の往還を可能にする自律的な学びと適切な教育活動を創出することを可能とする礎とな
るような専門的知識と技能の基本を修得させることが求められる。教職経験に基づく職能成長を支える実
践につながる基本的内容の修得に努めたい。
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教職センター「年報」規程
Ⅰ　総則

１　教職センターは本学の教員養成実績を報告することを目的して、毎年度「年報」を前期号・後期 
号の２号刊行するものとする。「年報」の編集作業を行うために、年報編集委員会を組織する。編集
委員代表と編集委員は教職センター所長による指名とする。なお、「年報」には、投稿論文、教職セ
ンター による教員養成の当該年度の報告、その他編集委会が掲載する必要があると認めるものを掲
載するものとする。投稿論文については、 次項以降に規定する。

２　投稿論文の投稿者（筆頭執筆者）は原則として、本学の専任教員に限る。筆頭執筆者が本学専任教
員でない場合は事前申込までに編集委員に相談できることとし、編集委員会は掲載の可否をその都度
審議することとする。

３　投稿論文は他の出版物に未発表のものに限る。
４　投稿論文は日本語のものとする。
５　投稿論文の内容は「教育」「教員養成」に関したものに限る。
６　投稿論文は下記の種類のものとする。
　　①　論文　　②　調査報告
７　投稿論文においては、著作権へ配慮した引用、投稿規定の遵守、また、研究協力者・対象への倫理

的配慮に留意する。
８　本「年報」の英語表記は、「Bulletin of Center for Teacher Education and Research」とする。
９　本規程の改廃は、 教職センター運営委員会の審議によるものとする。

Ⅱ　投稿の規約
１　投稿の提出期限は、前期号９月20日、１月８日とする。なお、掲載を希望する者は、前期号８月

20日、後期号12月８日までに教職センター に申し出ること。
２　原稿提出先は教職センターとする。
３　提出された原稿は、提出期限後の年報編集委員会において掲載の可否を決定する。なお、その際、

訂 正の指示がある場合にはその指示に従い修正すること。
４　論文 ・調査報告１編の長さは、 出来上がり誌面10ページ以内とする。
５　論文 ・調査報告の書式等については、本学「研究紀要投稿細則」の「Ⅲ　執筆の規約」に準ずる

ものとする。ただし、抄録はつけなくともよい。
Ⅲ　著作権
　掲載された論文等の著作権の扱いは以下とおりする。

　　①　著作権は、著者に帰属するものとする。
　　②　著作権者は、複製権・公衆送信権等、出版やオンラインの公開・配信について、東京家政大学

教職センターに著作権上の許諾を与えるものとする。
　　③　著作権者は、論文等の電子化、東京家政大学機関リポジトリへの登録、公開・一般利用者の閲

覧・ダウンロード等について、リポジトリを管理・運用する東京家政大学図書館に著作権上の許
諾を与えるものとする。

　　④　論文を投稿する者は、電子化・オンライン上での公開にあたり、以下の者から著作権上の許諾
を予め得ておくものとする。

　　　（ａ）共著者がいる場合は、そのすべての共著者
　　　（ｂ）引用図版・写真等がある場合は、その図版・写真著作権者
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　　　附　則
　この規程は、平成27年12月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正された規程は、平成29年７月６日から施行し、平成29年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正された規程は、令和２年９月24日から施行 ・適用する。
　　　附　則

１　「教員養成教育推進室「年報」規程」におけるⅢ②の「教員養成教育推進室」は 「教職センター」
と 読み換える。

２　この改正された規程は、令和３年５月27日から施行 ・適用する。



編集後記

　「東京家政大学教職センター年報」第14号をお届けいたします。
　2020年度と2021年度前半は新型コロナウイルスの影響で対面授業をほとんど実
施できず、大学内も閑散としておりましたが、2022年度は春学期から通常通りの
対面授業を実施し、キャンパスも学生たちの声で賑わっています。ただしリモー
ト授業を２年間経験してきたことで、対面授業のあり方も大きく変わったことを
実感します。具体的にはたとえば後期一回目の授業に運悪く台風が重なって公共
交通機関が止まり、何人かの学生が大学に来られないという事態になりました。
３年前であれば、学生から教員へ状況を連絡する手段もなく、事後の報告と対応
でどうにかフォローするしかありませんでした。しかしコロナを経た2022年現在
では、manaba（本学学修支援システム）を通じて学生から教員に状況の連絡が入り、
それを受けて教員の方はハイブリッド授業を行う環境を整えて、大学に来られな
い学生もリモートで問題なく授業が受けられる、という状況になっています。こ
ういう状況そのものは学生にとって便利ではあるのでしょう。ところが改めて考
えてみると、こういう経験を経たことで、大学に来ることそのものの意味が大き
く変わりつつあることに気がつきます。リモートで十分可能な情報伝達を、わざ
わざ学校に集まって対面で実施する必要があるのか、という従来ではあり得なかっ
た疑問が生じています。実際、教授会を始め、大学の会議の多くはリモートでの
実施が続いていますが、特に大きな不満はありません。これから会議を対面での
実施に戻すとすれば、むしろ対面に戻す理由を説明する必要があるでしょう。だ
とすれば、対面で行う授業についても、わざわざ対面で行う意義を改めて考え直
す必要があるかもしれません。
　臨時教育審議会以降の改革によって教育の姿が大きく変わりつつありましたが、
新型コロナウイルスの影響で変化のスピードがさらに上がってきたような印象で
す。変えるべきものは変え、変えるべきでないものを守るためにも、教育の本質
を捉えるための研究活動が大切になってきます。本年報の存在が研究活動を支え
る一助になれば幸いです。

「年報」編集委員代表　鵜殿　　篤
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